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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月９日（月曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時15分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予

算（知事公室、総務部及び公安委員会所管分）

２ 甲第７号議案 令和２年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第19号議案 令和２年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

秘 書 防 災 統 括 監 前 原 正 人君

広 報 課 長 新 城 和 久君

参事兼基地対策課長 溜 政 仁君

辺 野 古 新 基 地 建 設
多良間 一 弘君

問 題 対 策 課 長

防 災 危 機 管 理 課 長 石 川 欣 吾君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

人 事 課 長 茂 太 強君

行 政 管 理 課 長 森 田 崇 史君

財 政 課 長 武 田 真君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

管 財 課 長 浦 崎 康 隆君

警 察 本 部 長 宮 沢 忠 孝君

警 務 部 長 岡 本 慎一郎君

会 計 課 長 森 本 直 樹君

生 活 安 全 部 長 小 禄 重 信君

刑 事 部 長 島 袋 令君

交 通 部 長 宮 城 正 明君

警 備 部 長 花 岡 一 央君
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○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第７号議案及び甲第

19号議案の予算議案３件の調査を一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

なお、令和２年度当初予算議案の総括的な説明等

は、去る６日の予算特別委員会において終了してお

りますので、本日は関係室部局予算議案の概要説明

を聴取し、調査いたします。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算議

案の概要の説明を求めます。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 ただいまタブレットに通知

しましたのは、抜粋版令和２年度当初予算説明資料

知事公室でございます。通知をタップして御覧くだ

さい。

表紙と目次をスクロールしていただきまして、

１ページの令和２年度一般会計部局別予算を御覧く

ださい。

表の上から２番目、知事公室における令和２年度

歳出予算額は50億4462万3000円で、一般会計予算総

額に対する構成比は0.7％となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について、

御説明申し上げます。

スクロールして資料の２ページ、歳入予算をお開

きください。表の一番下、合計欄を御覧ください。

知事公室が所管する歳入予算の総額は31億4952万

8000円で、前年度当初予算額34億2899万6000円と比

較しまして２億7946万8000円、率にして8.2％の減と

なっております。

次に、歳入予算の主なものにつきまして、款ごと

に御説明申し上げます。

総務企画委員会記録（第３号）
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（款）８の使用料及び手数料の知事公室所管分は

1723万8000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

許可申請等手数料に係る証紙収入であります。

（款）９の国庫支出金の知事公室所管分は31億696万

2000円で、これは主に不発弾等処理促進費に係る国

庫補助金であります。

（款）10の財産収入の知事公室所管分は113万6000円

で、これは主に消防学校の自動販売機設置に伴う建

物貸付料でございます。

（款）14の諸収入の知事公室所管分は569万2000円

で、これは主に県広報誌などの広告料であります。

（款）15の県債の知事公室所管分は1850万円で、

これは特定地域特別振興事業に係るものであります。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要につきま

して御説明申し上げます。スクロールして、資料の

３ページ、歳出予算をお開きください。

款で見ますと、知事公室の予算は、２の総務費か

らなっております。

知事公室が所管する歳出予算の総額は50億4462万

3000円で、前年度当初予算額51億7098万2000円と比

較しまして１億2635万9000円、率にして2.4％の減と

なっております。減の主な要因としましては、特定

地域特別振興事業における２億8327万6000円の減に

よるものとなっております。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。表の右、説明欄を御覧ください。

知事公室の所管する経費の内訳としましては、主

に、不発弾処理促進費32億2952万2000円、職員費８億

9375万5000円、基地関係業務費２億4436万7000円、

基地対策調査費１億9520万9000円、広報広聴活動費

１億5869万7000円、今回、首里城復興のために新設

した首里城復興推進事業3649万4000円等であります。

以上で、知事公室関係の令和２年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、総務部関係予算の

概要について、お手元のほうに通知いたしました抜

粋版令和２年度当初予算説明資料総務部に基づいて、

御説明をいたします。

恐縮ですが、資料の１ページ目をお願いいたしま

す。部局別予算を御覧ください。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は

1483億3277万7000円で、教育委員会に次いで２番目

に大きく、予算総額の19.7％を占めております。

２ページ目の歳入予算をお願いいたします。

一般会計歳入予算について御説明いたします。表

の一番下、合計欄を御覧ください。

県全体の歳入予算額7514億400万円のうち、総務部

所管の歳入予算額は4819億6955万2000円で、前年度

当初予算と比べ、142億6277万6000円の増となってお

ります。増の主な要因は、県税及び地方消費税清算

金等の増となっております。

総務部の所管の歳入予算の主なものについて、款

別に御説明を申し上げます。表の一番左の欄に県全

体の予算額、その右側に、そのうち総務部の予算額

を示しております。

県税は1393億4514万5000円で、納税義務者数の増

等による個人県民税の増や、直近の収入見込額、税

制改正の影響等を加味しての法人事業税の増等によ

る増収を見込んでおります。

２の地方消費税清算金は564億4533万6000円で、令

和元年10月の消費税率引上げにより、全国の地方消

費税収の増が見込まれることから増収を見込んでお

ります。

３の地方譲与税は212億211万6000円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して減収を見込

んでおります。

４の市町村たばこ税県交付金は４億3448万5000円

で、対象市町村のたばこ税収の減が見込まれるため、

減収を見込んでおります。

５の地方特例交付金は５億3600万円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して増収を見込

んでおります。

６の地方交付税は2098億円で、地方財政計画の伸

び率や前年度実績等を勘案して減収を見込んでおり

ます。

９の使用料及び手数料は2469万9000円で、その主

なものは行政財産使用に係る建物使用料及び証紙収

入等であります。

10の国庫支出金は50億3708万2000円で、その主な

ものは私立学校等教育振興費に係る国庫補助金であ

ります。

11の財産収入は13億5177万円で、特別会計への公

有財産の有償所管がえが完了したことによる土地売

払い代の反動減に伴う減収を見込んでおります。

12の寄附金は3596万6000円で、その主なものは美

ら島ゆいまーる寄附金であります。
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13の繰入金は217億2702万1000円で、減債基金繰入

金の増等を見込んでいるものであります。

15の諸収入は53億6563万1000円で、その主なもの

は宝くじ収入であります。

16の県債は203億740万円で、地方財政計画の伸び

率や前年度の実績等を勘案して増収を見込んでおり

ます。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。

３ページをお願いいたします。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。表の一番下の合計欄を御覧くだ

さい。

県全体の歳出予算額は7514億400万円で、総務部所

管の歳出予算額は1483億3277万7000円で、前年度と

比べ79億8492万2000円の増となっております。増の

主な要因は諸支出金及び総務費の増によるものであ

ります。

歳出予算の主な内容について、御説明申し上げま

す。

歳入予算と同じく、表の一番左の欄に県全体の予

算額、その右側にそのうちの総務部予算額を示して

おります。

２の総務費の総務部所管分は224億215万3000円で、

その主なものは私立学校等教育振興費75億2158万

8000円、賦課徴収費43億1409万円、人事調整費24億

2200万円であります。

12の公債費は654億7011万9000円で、その主なもの

は公債管理特別会計繰出金の元金として617億1573万

1000円、利子として37億2274万2000円であります。

13の諸支出金の総務部所管分は602億6050万5000円

で、その主なものは地方消費税交付金283億6958万

6000円、地方消費税清算金274億817万8000円、法人

事業税交付金14億7422万円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要であります。

続きまして、特別会計について御説明申し上げま

す。

資料の４ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計の令和２年度当初予

算額は１億7243万 9000円で、前年度と比べ338万

2000円、２％の増となっております。

５ページをお願いいたします。

公債管理特別会計の令和２年度当初予算額は756億

4147万3000円で、前年度と比べ26億3789万2000円、3.

4％の減となっております。

以上で、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算議案の

概要の説明を求めます。

宮沢忠孝警察本部長。

○宮沢忠孝警察本部長 公安委員会所管の令和２年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、抜粋版令

和２年度当初予算説明資料に基づいて御説明申し上

げます。

資料１ページ目の総括表をお開きください。表の

下から５段目、公安委員会の欄を御覧ください。

公安委員会の予算額は357億347万4000円で、一般

会計予算総額に対する構成比は4.8％となっておりま

す。

続きまして、一般会計歳入予算の概要について御

説明申し上げます。

資料の２ページ目をお開きください。表の一番下、

合計欄を御覧ください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は49億

2357万4000円で、前年度当初予算額39億2636万3000円

と比べ９億9721万1000円の増、率にして25.4％の増

となっております。

次に、歳入予算の公安委員会所管分について、款

ごとに御説明申し上げます。

９の使用料及び手数料の公安委員会所管分は15億

5214万6000円で、これは主に警察施設使用料、自動

車保管場所関係手数料、運転免許関係手数料等に係

る証紙収入であります。

10の国庫支出金の公安委員会所管分は24億2990万

9000円で、これは警察活動や警察施設、交通安全施

設の整備、離島警備対策等に係る国庫補助金であり

ます。

11の財産収入の公安委員会所管分は2034万円で、

これは主に自動販売機設置に伴う土地、建物の貸付

料であります。

15の諸収入の公安委員会所管分は２億5427万

9000円で、これは主に放置駐車車両に係る放置違反

金の過料等となっております。

16の県債の公安委員会所管分は６億6690万円で、

これは警察施設や交通安全施設の整備に係るもので

あります。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

資料３ページをお開きください。

表の款の９の警察費が公安委員会が所管する歳出

予算の総額となっており、歳出予算額は357億347万
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4000円で、前年度当初予算額351億756万1000円と比

べ５億9591万3000円の増、率にして1.7％の増となっ

ております。

次に、歳出予算の主な内訳について御説明申し上

げます。

職員費、運営費等の経費であります（目）警察本

部費が303億3066万2000円、交番・駐在所等の警察施

設の建て替えや修繕等、施設の維持管理に必要な経

費であります（目）警察施設費が10億1761万2000円、

交通安全施設の整備及び交通指導取締りに必要な経

費であります（目）交通指導取締費が17億7272万

3000円等となっております。

以上で、公安委員会所管の令和２年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月10日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することとい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 資料３の１の令和２年度当初予算

（案）説明資料から引用して、質問をさせていただ

きたいと思います。

まず、総務部のほうから質問をお願いしたいんで

すけども、１ページの本県の財政状況についてのコ

メントですね。県民ニーズを踏まえた施策展開に対

応できている、または、堅実な財政状況が行われて

いるというふうに書かれています。実際私の聞くと

ころによると、市町村の住民サービスがなかなか行

き届いていないとかですね、また、今回大幅に基金

の取崩しがあったわけですけども、このように政策

展開に対応できているとか、堅実な財政状況だと言

える具体的な状況はどのようなところにあるので

しょうか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

まず、令和２年度の当初予算ですけど、先ほど御

説明いたしましたが、県税収入の増、また、地方交

付税等により一般財源の所要額が確保されていると。

あわせて、社会保障関係費が増えておりますけど、

それへの対応であったりとか子供の貧困対策、また、

企業の稼ぐ力、それと首里城の復旧・復興といった

県民ニーズを踏まえた予算も計上できているという

ふうに認識をしています。また、堅実な財政運営と

いうところでございますけど、沖縄県の財政状況は

地方公共団体の財政の健全性の目安―これは全国的

なものですけど、健全化判断比率について全ての指

標が基準を満たしていること、また、財政調整基金

などの主要基金が一定程度確保できているというと

ころから、堅実な財政運営が行えているのかなとい

うふうに考えています。

ただ、御案内のように自主財源比率は依然として

低い水準にございますので、当然のことながら国の

財政制度に大きく依存しているという状況は変わり

ございません。また、あわせて、社会保障関係費に

ついてはさらなる増加が見込まれておりますので、

国の議論などもしっかり見据えながら、引き続き堅

実な財政運営に努める必要があるということは認識

しております。

以上でございます。

○花城大輔委員 細かくはあした企画部のほうに確

認をしたいと思っているんですけども、例えば、昨
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年ちょうどこの時期の一般質問で、41の市町村で止

まっている事業が幾つあるかというふうな質問をし

たところ、確認をしておりませんという答弁があり

ました。

実際、中部のある市の首長さんに聞くとですね、

どうしても公園整備をしたかったんだけど、２件や

らないといけないはずが、県からの予算が少なくて

１件しかできなかったとか、そういった具体的な声

もあるわけですよね。総務部の―予算を監督してい

る側からですね、このような41の市町村の状況とい

うのは確認できているのかどうか、お願いします。

○金城弘昌総務部長 実は、一括交付金を要求する

ときに、市町村ヒアリング、また、団体ヒアリング

等させていただきました。特に、やはり今委員御指

摘のように、ハード交付金の部分ですね、いわゆる

事業進捗が少し遅れて工期の計画を見直したりとか、

少し延ばさないといけないという状況や影響が出て

きているなというふうことを認識しましたので、国

のほうに具体的に箇所を御説明して、どの市町村の

どういったところが―例えばこういうふうに影響が

出てきていますよというふうなことを訴えたところ

でございますけれど、一括交付金については、今回

減額というふうになったところでございます。

引き続き、ハードですと土木とか農林、教育委員

会とかそういったところと連携しながらですね、い

ろいろ工期とかそういうものを見直さないといけな

い部分がございますけれど、しっかりやっていきた

いなというふうに思っています。

以上でございます。

○花城大輔委員 実際、この市町村の状況なんかは、

いわゆる表みたいなもので整理した資料があります

か。

○武田真財政課長 先ほど、部長のほうから御案内

したとおり、ハード交付金については様々な声を聞

いております。ソフト交付金については、ちょっと

企画のほうで所管していると思います。

○花城大輔委員 では、次にですね、同じく３ペー

ジの予算の規模・特徴というところがあります。部

長答弁があったとおり、過去２番目くらいの予算規

模で税収が一番増えているというふうにありますけ

れども、これ実際ですね、当初、沖縄関係予算が3000億

円と言われていたのは、ＯＩＳＴや那覇空港を除く

3000億円だったというふうに聞いた覚えもあります。

実際、今年度3010億円の中で、県の裁量で使える予

算というのはどうなっている状況でしょうか。

○武田真財政課長 今委員がおっしゃるのは、沖縄

振興予算の関係でということでよろしいでしょうか。

これは我々の試算なんですが、沖縄振興予算の中

で国が直接執行する部分、それから県と市町村に流

れてくる地方向け補助金部分がありますけれど、こ

れが令和２年度と令和元年度でほぼ同額の規模で、

国の直轄分が約1300億円、残り1700億円が県と市町

村のほうの地方向け補助金という形になっておりま

す。

○花城大輔委員 次にですね、５ページの収支不足

の対応のところで、基金の質問なんですけれども、

これも何度か質問させていただいて、基金の適正な

金額というのは特にその判断する基準というものは

ないというふうにありましたけど、過去にこれほど

の基金を取り崩したことはありますでしょうか。

○武田真財政課長 過去最も多い額は、平成27年の

244億円の収支差というのがございます。

○花城大輔委員 その平成27年に続いて今年度も大

きく基金を取り崩すわけですけども、この取り崩す

際の取決めとか、基準のようなものはあるんですか。

○武田真財政課長 収支差を埋め合わせるというこ

とで、我々３基金、財政調整基金、減債基金、県有

施設整備基金という３つの基金でもってやっていま

すが、まずは県有施設整備基金、こちらのほうをま

ず施設整備に充てるというところがありますので、

まず対象事業であるかどうかというところから、ま

ず県有基金のほうから充てています。それから、次

に財政調整基金を充てていますが、これは過去の残

高見込みも踏まえまして取り崩していると。残余は、

財政調整基金のほうで取り崩しているというふうな

状況にあります。

○花城大輔委員 このような大幅な基金の取崩しに

対して、やっぱり今年度の予算だけではなくて、来

年どうなるのかというような非常に危惧する声もあ

るわけでありますけども、今後のこの基金に対する

見通しというのは何かありますか。

○武田真財政課長 基金自体、かつて平成20年前後

というのは300億円ぐらいの規模しかなくて、今現在

は、令和２年度末も見込みでいうと400億円という数

字がございます。ただ、令和元年度決算等を通じて

ですね、幾らか戻ってくるとは思っておりますが、

先ほど委員もおっしゃっていたとおり、適正規模と

いうのが教科書的には特にございません。ただ今後、

社会保障関係費の増が当然見込めるとか、あと、老

朽施設の計画的な整備、修繕も行わないといけない

と思っております。それから、昨今のような大規模

な災害がいつ何どき起こるかということもございま
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すので、そういったものが対応できるような一定額

については確保すべきだなというふうに考えており

ます。

○花城大輔委員 では、次の質問に移ります。

11ページになるんですけども、ちょっと知事公室

のところなんですが、広報活動事業費ということで

予算が組まれています。これは知事公室のみのもの

でありますけども、県全体の中でですね、このよう

な新聞やテレビやラジオ、そのような媒体を使った

広告費というのは、総額で幾らぐらいありますでしょ

うか。

○武田真財政課長 金曜日に委員のほうから事前に

そういう御質問をいただきまして、少し総務部のほ

うで集計してみました。予算の中でですね、広告料

になってきますけれど、細節に広告料というのがご

ざいます。それをシステムで確認すると、トータル

で6119万8000円という数字になっております。ただ、

これは細節の広告料に計上されているもので、実際

に業務委託をして委託料の中に含まれている広告と

いうものは、ちょっとここの中には含まれておりま

せん。

○花城大輔委員 ぜひ、今後ですね、いろんな予算

の入れ方があるんだろうとは思いますけども、整理

していただきたいなと思います。

加えてですね、これもちょっと答弁するには時間

が足りないというふうにありましたけど、県からの

ですね―これは新聞に関してですけれども、新聞は

どれぐらいの購入があるのかということも一応聞か

せてください。

○武田真財政課長 新聞の購入についても、実際の

その契約というのは出先機関も含めて各所属のほう

で契約をしておりますので、県全体の額については

すぐにはお答えできませんが、取り急ぎ総務部だけ

確認をさせていただきましたところ、総務部におい

ては、全体として270万円余りの予算が計上されてお

ります。大体、ほぼ前年と同じ額が計上されている

ということになっております。

○花城大輔委員 今、あらゆる県に関連する機関で

新聞を置いてほしいという要望もあるというふうに

は聞いておりますけども、ぜひこれもですね、いろ

んな予算の組み方ありますでしょうけども、数字確

認していただきたいと思います。

では、今度は知事公室の質問に移ります。今お話

ししたですね、11ページの広報宣伝事業費なんです

が、よく犬・猫殺処分ゼロとか就学援助のＣＭにつ

いてはよく目にするんですけれども、実際、知事公

室が出すこのような広報活動費っていうのは、具体

的にどのようなものになりますか。

○新城和久広報課長 今御質問にありました個別の

事業につきましては、各部各課が事業の特性に応じ

て、個別に計上しているところでございます。広報

課で―この広報予算で計上しているものは、基本的

に、沖縄21世紀ビジョン実現に向けた取組を効果的、

効率的に推進していくため、県政情報を適宜、的確

に分かりやすく県民に提供することが重要と考えて

います。そのための伝わる広報を、情報発信をテー

マに夏向けイベントや冬向けイベントなどの掲載時

期を勘案して、計画的に取り組んでおります。

○花城大輔委員 すみません、確認なんですけど、

21世紀ビジョンの進捗の広報を知事公室がやるんで

すか。

○新城和久広報課長 21世紀ビジョンにつきまして

は、新聞広告も年に一、二回県政プラザということ

でやっていますが、昨年におきましては、21世紀ビ

ジョンの成果等を２面にわたって広報しております。

あとは、所管の部で広告を行っていると思います。

○花城大輔委員 １億3400万円組まれているわけで

すから、もう少し細かい説明が欲しいところですけ

ど、後日資料でも出せるんであれば提供していただ

きたいと思います。

○新城和久広報課長 具体的に申し上げますと、新

聞は毎月１回の県民サロンや年１回程度の県政プラ

ザで、県政の主要施策や県の実施する行事やプロジ

ェクト等、県政の動きや県の考え方などを掲載して

おります。それから、テレビのうまんちゅひろばで

は、毎週土日の夕方に放送しておりますが、県の主

要施策や事業、県政の動きについてコンパクトにま

とめて分かりやすい番組にしております。ラジオに

つきましても、ラジオ県民室として県が実施する行

事や試験の募集等を行っております。

それから、広報誌美ら島沖縄では、市町村や公民

館、図書館とか金融機関に配っておりますが、多く

の方のところに配布しておりますので、県政の動き

とか、政策の内容についてお知らせしております。

○花城大輔委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

今度、11ページの不発弾等処理事業費についてお

尋ねします。

年々予算が大きくなっていますけども、今どのよ

うな課題がありますでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 不発弾等処理事業な

んですけれども、内閣府において毎年所要額の確保
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に努めていただいておりまして、近年では、毎年32億

円程度の予算が措置されているところでございます。

平成24年度に開始された住宅等開発磁気探査支援

事業がありますけれども、申請に基づく事業になっ

ておりまして、執行額に毎年ばらつきがありまして、

これがちょっと課題となっております。年度によっ

てですね、御存じのとおり申請件数が増えたりです

ね、その額が想定を超えて、一時的にちょっとお待

ちいただく、対応できないというような状況もあり

まして、そのときは迅速にほかの事業等から流用等

を行いまして、早急に解消するよう努めているとこ

ろでございます。

ただ、これがですね、また年度末に近づくにつれ

て、交付後の取下げ申請、それから減額申請、こう

いったものがあるなど、結果的にまた不用額が発生

してしまうと、そういうような状況もございます。

市町村支援事業においてもですね、繰越しとか不

用額が多いケースがあるなどの課題もありまして、

引き続き執行額のチェック精度を高めまして、事業

の年度内執行、それから不用額の縮減に努めていき

たいと考えております。

○花城大輔委員 昨年末に申請数が多過ぎて予算が

もう足りないということで、この事業は早い者勝ち

になっているということで、事業が止まっていると

いうふうに聞いております。今、年度末になってあ

れから３か月たっているんですけれど、どのような

対応をされましたか。

○石川欣吾防災危機管理課長 こちらのほうもです

ね、年末―年末に至る前にも一度あったんですけど

も、流用等を行いまして対応させていただいており

ます。結果的にお断りしたものはございません。今

の状況で、また減額申請だとか取下げ等が発生して

いまして、若干また残が出て、積み上がってきてい

るような状況にございます。

○花城大輔委員 お断りした件数がないということ

は相当な努力もされたんだと思いますけども、あわ

せて、今おっしゃったように、申請を取り下げする

ケースも多くなっているわけですよね。実際、申請

をしたけれども取り下げたという件数はどれぐらい

ありますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 今年度なんですけれ

ども、１月以降の取下げ件数が４件で504万円、それ

から減額が10件、3400万円ぐらい出ております。

○花城大輔委員 それと、今気になったんですけど

も、答弁の中で不用額という言葉を使われていまし

た。年度末に執行残になったものは、今不用額になっ

ているんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、繰り越

せるものは事故繰越等で繰越しするんですけれども、

やはりこの年度末になってきた場合に、工事の期間

というのが年度内執行で取れない状況がございまし

て、どうにも執行がうまくいかないというものが不

用として上がってくるという状況でございます。

○花城大輔委員 これ、今答えられればお願いした

いんですけども、一応聞きます。28年度にですね、

この執行率を改善するためにいろんな質問がこの委

員会でありました。そして、繰越しができるように

なったので、今後そういうことは発生しませんとい

う答弁だったんですよ。池田知事公室長、その場に

いたと思います。これは、どのような流れがあって

ですね、再び不用額が出るような形になっているん

ですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 当時なんですけれど

も、国との調整不足等がございまして、繰越しがで

きるという理解が若干あってですね、そういった答

弁をさせていただいたんですけども、結局、国と調

整をした結果、やはり事故繰越がメインになると。

基本的には繰越しというのは、どうしても執行でき

ないものについて限られる、計画変更とかですね、

あとは磁気探査によって異常点が見つかって確認探

査が遅くなるとか、そういったものに関して繰越し

ができますという回答になりましたので、結局今の

ところ、そういうようなものにならないものについ

ては、ちょっと不用として扱わざるを得ないという

ような状況になっております。

○花城大輔委員 実際に、今繰越額も不用額も両方

出ているということですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね。今年度

も住宅探査において、または市町村の支援事業にお

いて、繰越しについてこの間の補正のところで計上

させていただいております。

○花城大輔委員 今聞いてびっくりしたのは、私の

勉強不足かもしれませんけども、28年度にですね、

今後繰越しができるんで、もうそのようなことは起

こりませんという形で、ああそうなんだろうなと思っ

ていたら、今日不用額という言葉が出て、実際に不

用額が出ていると。これですね、私たち、どのよう

に変わったかということをですね、一度確認して理

解したものが変化があった場合に、どのように確認

を取ればいいんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、やはり

その時々で情報提供していくほかないかと思ってい
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ます。非常に申し訳ないと思っております。

○花城大輔委員 知らないうちにバスレーンもタク

シーが走れるようになっていたりですね、皆さんに

は関係ないんでしょうけど、一度答弁いただいたも

のが変わったものを知らないというのは、非常に危

険だと思います。

これ、今答えられればですけど、28年度はよかっ

たけども29年度と30年度、繰越しと不用額がどの程

度出たかちょっと教えてください。

○石川欣吾防災危機管理課長 すみません、今手元

にちょっと資料がないですので、28と29の繰越しと

不用について、また資料を提供させていただきたい

と思います。

○花城大輔委員 では、30もお願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 分かりました。

○花城大輔委員 では、次の質問に移りたいと思い

ます。

ワシントン駐在員活動事業費、これ今までもう何

年も続いてきましたけども、これまで支出した予算

の総額は幾らになりますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成27年度から平成

30年度までの実績額及び令和元年度と令和２年度予

算額の合計額は、６年間で約４億1998万円となって

おります。

以上です。

○花城大輔委員 これも毎年質問しているので、今

年度に限ってで構わないんですけども、前年までと

違った成果があれば、報告をお願いしたいと思いま

す。

○溜政仁参事兼基地対策課長 前年まで申し上げま

すと、基本的にはワシントン駐在におきましては、

連邦議員補佐官等との面談あるいは公聴会へ出席す

るほか、米国内の情報を本庁へ報告しているという

ところでございます。特に、駐在の働きかけにより

まして、連邦議会調査局の報告書において、沖縄の

米軍専用施設区域の割合だとか、普天間飛行場をめ

ぐる状況について正確な記載がなされたということ

もございます。さらに、昨年10月の知事訪米におき

ましても、10人の連邦議員等との面談の調整あるい

は講演会のコーディネートなどを行うなど、沖縄の

過重な基地負担の軽減に向けて重要な役割を担って

いるというふうに考えております。

以上になります。

○花城大輔委員 例年どおりですね、答弁としては。

これはちょっと個人的に確認したいんで答えてほ

しいんですけど、旅費も500万円程度、職員の分も含

まれていたと思います。これ旅費についてはですね、

何か沖縄に帰ってこないといけない用事が起こった

場合とかですね、その辺の規定とかはあるんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 例年、そうですね、

200万円から300万円程度の旅費を計上させてもらっ

ております。特に規定等はございませんが、沖縄へ

の報告等に関する旅費、あるいは米国内での調査と

連携等の旅費等に使われているというところでござ

います。

○花城大輔委員 すみません、質問がよくなかった

ですね。何が聞きたかったかというとですね、例え

ば親戚に何かがあったから沖縄に帰らなければいけ

ない状況が起こったり、それぞれ職員の方も事情が

あると思うんですけど、それが何度か重なると自費

になる可能性があるのかとかですね、その辺です。

○溜政仁参事兼基地対策課長 旅費につきましては、

基本的には公務、基本的と言いますか公務で使うこ

とが原則になっておりますので、そのようなものは

私的な旅費というか、支出になるかと思われます。

○花城大輔委員 ありがとうございます。

では、次の質問に移ります。

特定地域特別振興事業、これは予算が半減をして

いるわけでありますけども、どのような背景があっ

てこのような予算額になったのか、よろしくお願い

します。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

特定地域特別振興事業は、旧軍飛行場用地問題に

関し、地域の振興活性化に資する事業を実施するこ

とにより、旧地主の方々への慰謝につなげることを

目的としております。令和２年度におきましては、

那覇市において実施する大嶺コミュニティセンター

―これ仮称でございます、整備に係る解体工事や建

築工事などに対する費用への補助、それと、嘉手納

町において実施する嘉手納旧軍飛行場コミュニティ

センター、これも仮称でございます、整備に係る基

本設計や実施設計などに対する費用への補助を行う

予定となっております。

予算が半減している背景といたしましては、令和

元年度予算において計上しておりました、那覇市の

実施するともかぜ振興会館に係る費用が今回計上さ

れていないことによるものでございます。

以上でございます。

○花城大輔委員 それでは、最後の質問に移ります

けども、41ページの離島警備対策事業です。

これは特殊な任務に就く151名の方たちがいるとい

うことですけど、通常の業務に就く職員とですね、
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この離島警備対策に従事する職員の給与的な違いが

あれば教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊の手当等に

つきましてでございますが、給料月額のほかに、他

の職員と同様に時間外勤務や休日勤務を行った場合

は時間外勤務手当、あるいは休日勤務手当が実績に

応じて支給されることとなります。また、国境離島

警備に伴って船に乗船し業務を行ったような場合に

つきましては、特殊勤務手当として海上業務手当が

支給されることとなります。その他の特殊勤務とし

て、航空機を使用した訓練の場合は航空手当など、

実績に応じて支給することとなります。

以上です。

○花城大輔委員 装備についてはですね、いろんな

今までになかったものも増えてくるのかなというこ

とが想像できるんですけども、これは予算としては

どこに含まれていくんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えします。

予算としましては、（目）警察本部費、（事項）警

務管理費の離島警備対策事業に含まれております。

以上です。

○花城大輔委員 すみません、ちゃんと確認してお

きます。

委員長、終わります。

○渡久地修委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 担当の方とは一応こういうことを

質問しますということで、一応お願いしてあるんで

すが、すみません、ちょっと二、三点ほどですね。

今、沖縄県、新型コロナウイルスでかなり経済的

損失からいろいろ受けておるんですが、もし皆さん

で可能でしたらということでちょっとお尋ねいたし

ますけど、資料３の１の４ページ、貸付金がござい

ますよね。この貸付金は、今回県の予算でこの新型

コロナウイルスに関する貸付金にも該当する項目も

あるのかないのか、それからお伺いいたします。

○武田真財政課長 商工労働部のほうで所管してい

る県単融資という融資事業がございます。160か170億

ぐらいの規模だったと思いますが、その貸付金は十

分に事業者に対する貸付けとして活用できるものと

考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、その辺は課長、明確

にしていただいたほうがいいかなと思います。私も

見てみたんですが、可能かなと、ちょっと非常に危

惧しているもんですから。そして、また利息であり、

そして国のほうはやはりこういった緊急事態だとい

うことで、かなり貸付けに関しまして緩和もする中

で、いろんな周知徹底をしております。そうすると、

課長、今例えばこれが可能とした場合、この周知徹

底云々は今どのように行っているのか、まだ行って

いないのか、どのように進んでおりますか。

○武田真財政課長 実際の作業のほうは商工労働部

のほうでやっていると思いますが、各商工会とかを

通じて相談窓口も設けているというように伺ってお

りますし、実際にそういう貸付金があるという御相

談も、実際に事業者のほうから耳に届いているとい

うお話は聞いております。

○又吉清義委員 確かに、窓口は皆さんじゃないか

ら十分把握していないかと思うんですが、やはりこ

ういった緊急事態、ぜひ全庁体制でですね、取り組

んでいただきたいなということと、また、情報を一

元化していただきたいなと。例えば、この情報で、

今商工会議所並びにそこに今どういった問題が生じ

てくるかというと、やはり今非常に確定申告の時期

でかなり対応が厳しいと。ですから、そういうふう

に相談窓口にはいっぱい来ているんですが、対応が

大変だということで、県のほうもそれを何とか一緒

に歩調を合わせて、どのようにこれを一日も早く解

決するかというのが大きな鍵だという情報を得てい

るもんですから、県のほうでもその辺の対応等です

ね、やはりしっかり取り組んでいただきたいんです

が、どのような取組体制をしているのか、また、県

としてどういった相談窓口があったのか、その現状

把握をしておられるか、この２点をお伺いします。

○池田竹州知事公室長 新型コロナウイルス対策に

つきましては、危機管理本部会議を随時開催して、

全庁で情報の共有あるいは対策に努めているところ

でございます。本日午後になろうかと思いますが、

新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策として、

県の取組を発表させていただく予定にしております。

それは商工の今の金融の面だけではなくて、例えば

給食の食材が余った場合どうするかとか、各部から

いろいろな課題を出していただいて、それを総合的

に取り組むことを具体的に発表することにしており

ます。それ以前にこれまでも商工会、商工会議所等

を通しての金融相談の支援などは当然やってきてい

るところですが、より一体的に県民の皆様に安心し

ていただけるように、ちゃんとした取組をやってい

きたいと思っております。

○又吉清義委員 午後じゃあ発表するということは

あえて聞きませんけども、今、特に放課後学童クラ

ブですね、給食費。知事のほうで５万円を上限に支

援するということなんですが、この中身のほうがう
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まく見えてこなくてですね、もしその辺、公室長御

存じですか。５万円というのはどういった基準、ど

のようにしていくのか。やはり問合せが多いもんで

すから。

○金城弘昌総務部長 学童というか、子供の居場所

などの弁当の配達というのは、今、子どもの未来県

民会議でやろうということで、この具体は子ども福

祉部でやっているもんですから、我々はそれを実施

するというのを確認していますけれど、しっかり、

県民からの声とか学童であったりとか子供の居場所

がお困りの状況があるということですので、そこも

しっかり対応していこうと。

あわせて、また日々いろんな状況が変わっている

ところがございますので、そこはしっかり捉まえて

対策を打っていきたいということで考えているとこ

です。

○又吉清義委員 ぜひ、長引いた場合、人数によっ

て本当に５万円で足りるのかなというのをちょっと

懸念しているもんですから、その辺また皆さんでで

すね、ぜひ臨機応変に対応していただきたいなとい

うのをあえて要望させていただきます。

そして、あと一点ですね、財政の考え方でなんで

すが、３ページの臨時財政対策債というのがあるの

ですが、これも我が沖縄県の臨時財政対策債、一昨

年、去年とどのぐらいの臨時対策債になっているの

か、これからちょっと説明していただけませんか。

○武田真財政課長 いわゆる臨財債になりますが、

令和２年度の当初予算における計上額としましては、

198億5000万円を予定しております。昨年が185億円

でしたので、それに比べますと13億円の増となって

おります。

○又吉清義委員 この臨時財政対策債がちょっと懸

念されるのは、確かに皆さん方は地方交付税ですか、

補塡されるというのは今聞いてはおるんですが、こ

れが本当に今、地方交付税で返還できる範囲なのか。

毎年毎年増えていっているもんですから、非常にこ

れが積み重なって伸びていくこと自体、後で県の財

政に圧迫感を与えていかないかという懸念がされる

のと、やはり実際これを発行するのは県のほうです

ので、県のほうに最終的な責任が来ませんかと。そ

ういうものも勘案して予算を組んでおられるのか、

丸ごとどうせ国が返すから心配ないよと、そういっ

た安易な気持ちでやっているのか、その辺の考え方

等はやはり財政を預かる皆さんとしてどのような心

がけか、御説明していただけませんか。

○武田真財政課長 委員がおっしゃるとおり、臨財

債の元金償還金については交付税措置されるという

形でされてはおりますが、そもそも交付税自体が国

税５税の一定割合が配分されるということから考え

ると、一定の限度があるというように考えておりま

す。それからまた、臨時と言いながら平成13年あた

りからずっと発行されているということについても、

少し懸念を持っております。

全国知事会等と連携しながらなんですけれど、基

本的には臨財債に頼らない形での地財措置、要する

に交付税の法定率の引上げというのは知事会を通じ

てずっと国に要望しておりますが、そういった形で、

持続性のある地方財政の運営というのが重要なのか

なと考えております。

○又吉清義委員 ぜひ、やはり日本全国でこの財源

の在り方について見直しをし始めた都道府県が結構

出始めているもんですから、本当にこういった状態

でいいのかなと。将来的に不安を残すというところ

もありますので、ぜひ沖縄県としてもですね、例え

ば、未来にこの責任を負わさない、そういったやっ

ぱり考え方等ですね、どうあるべきか、これでいい

のか、いま一度ですね、私はどうあるべきか考え直

していただきたいなというのをあえて提言しておき

ます。

次ですね、同じく資料の11ページですね、知事公

室の辺野古基地建設問題対策事業についてなんです

が、負担軽減対策等に要する経費とあるんですが、

やはりかなりの予算をこれまでかけてきましたが、

これまでトータルでどのぐらい予算をかけたか、ま

ずトータルからお願いいたします。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

辺野古新基地建設問題対策課は平成27年６月に設

置されましたけども、それから平成31年と令和元年

―今年度までの約５年間における事業費の予算総額

としましては、当初予算で２億6451万3000円という

ような状況になっております。

○又吉清義委員 今、２億円余りの予算をかけてき

たんですが、その費用対効果はどのようなものがあ

りますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

まず、普天間飛行場の負担軽減につきましては、

普天間飛行場負担軽減推進会議、それから同作業部

会というものにおきまして政府と協議を行いまして、

オスプレイ12機程度の県外拠点配備といったような

具体的な取組を求めてきたところです。その結果、
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政府におきましては、ＫＣ130空中給油機の岩国飛行

場への移転でありますとか、県内における一時的な

訓練の実施、それから普天間飛行場所属の全機種を

対象とした離着陸回数に対する調査、こういったも

のが実施されているというような状況になっており

ます。それでも、まだちょっと十分とは言えない状

況であるというふうに考えておりまして、長期ロー

テーション配備等による速やかな運用停止というも

のを求めているというような状況でございます。

○又吉清義委員 今の説明によりますと、平成27年

度からの予算によって、オスプレイの配備も訓練移

転も決まったということで理解していいのかな。こ

れは皆さんが予算を組む前に、国は既に方針を打ち

出していたかと思うんですが、違いますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

ＫＣ130の岩国飛行場への移転につきましては、こ

の平成27年以前の平成26年の８月にですね、移駐は

終わっております。その後、一時的な訓練は平成27年

以降も実施されておりまして、それから普天間飛行

場所属の全機種を対象とした離着陸回数調査、これ

も平成29年度から実施されておりますので、そこあ

たりはこの平成27年以降の実績に当たるというふう

に考えております。

○又吉清義委員 これには裁判費用、また、訴訟費

用等も含まれていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 訴訟

費用等につきましては、当初予算で必ずしも確保で

きない場合は補正を組んだりとか、あるいは流用を

組んだりしておりますので、全てがこの額に含まれ

ているというようなものではありません。

○又吉清義委員 ですから、全てじゃなくて、場合

によってはこの中から拠出をされていくという形で

理解してよろしいですよね。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 既決

予算からですね、いろいろ使った部分もありますの

で、この中に一部含まれているというような形でよ

ろしいと思います。

○又吉清義委員 本員からすると、負担軽減対策で

あればやはり目に見える形でそれが見えてもらいた

いなと。目に見える形をいまだに本員は質問すると

きに見たことがないもんですから、本当にこの予算

の執行の在り方これでいいのかなと、相変わらず私

は疑問に思うもんだから聞いている次第でございま

す。

ちょっとまたあと１つ、不発弾処理等事業につい

て、先ほど花城委員からもありましたが、４件が取

下げになったということなんですが、この取下げに

なった理由は何ですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 上がってきたものに

ついては、申請時期と工期の関係ですね。住宅工事

の着工までに磁気探査を終えることができないとい

うことが判明して、取下げになったというふうに聞

いています。

○又吉清義委員 この住宅着工ができないというの

は、これは原因はどちらにあるんですか。申請の時

期が遅かったのか、皆さんで許可を下ろすのが遅い

のか、どちらに原因がありますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、どちら

というものは―何ですかね、確たることは言えない

んですけれども、期間がやっぱりありますので、そ

れについて、住宅着工そのものがもう遅くなるとい

うこともあってですね、取下げると。そういうもの

はあるかと思います―私たちの申請というわけでは

なくて、着工時期そのものですね。

○又吉清義委員 ですから、着工時期そのものとい

うのは、多分私は皆さん、これの申請を受け付ける

からには、受付をしていつまでにこれの許可が下り

る、そして先方も許可が下りていつから着工できる、

そういう基にやっているかと思うんですよ。その辺

がうまく皆さん連携が取れていないもんですから、

許可が下りる時期、着工する時期のタイミングがず

れてしまったためじゃないかなと、非常に残念に思

うんですよ。その辺を皆さんどういうふうに対策す

るのか。やはりしっかりやっていただきたいなとい

うのは、私は厳しくお願いしたいですね。だって、

これをやらなかったおかげで、じゃあ万が一事故が

あったとしましょう、取り返しつかないですよ。せっ

かく前向きにやっている県民に対して、皆さんもい

かに速くスピーディーにできるか、その点等やはり

皆さんも再度事務手続であり、また受付であり、ど

ういうふうにして改善できるか。私は反省というか

改善するべきだと思いますが、そういった点もやは

り若干ありませんか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そういうものがなる

べく発生しないように、速やかな利用等に取り組ん

でいるところでございます。今後ともですね、そう

いったところに気をつけながら、申請なるべく―何

ていうんですかね、保留期間というものが短くなる

ように努めていきたいと思います。

○又吉清義委員 最後にですけど、ちなみにこの

４件。受付を行った時期というのは時期的に何月ぐ
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らいだったんですか、４件とも。

○石川欣吾防災危機管理課長 すみません、今、全

ての時期というのは資料が手元にないものですから、

またお調べしてお伝えしたいと思います。

○又吉清義委員 ぜひですね、やはり受付したから

にはいかにしてスピーディーにするか。やはり住宅

を造る側から県のほうの対応が遅いと、たまにそう

いうお話を聞くもんですから、ぜひですね、いかに

スピーディーにできるか努力をしていただきたいと

いうことを、あえて述べておきます。

ちょっと厳しいかと思います。皆さん知事公室の

基地対策課のほうで、今年の予算でも万国津梁会議

を行うかと思うんですが、この万国津梁会議につい

ての予算と事業計画について、御説明をお願いした

いんですが。

○溜政仁参事兼基地対策課長 まず、万国津梁会議

につきましては、全て基本的には文化観光スポーツ

部のほうで予算は計上されております。なので、予

算的にはうちのほうでは計上はないということです。

その上で、その万国津梁会議で、米軍基地問題に関

する万国津梁会議は、そのうち464万7000円が計上さ

れているということでございます。

○又吉清義委員 こういうふうに理解していいです

か。部署が別ですので、じゃあ基地対策課のほうは

それに全く関わらないと理解してよろしいですか。

よく会場の設営であり資料作りであり、ほとんど基

地対策課の皆さんが関わっていたかと思いますが、

これ、関わる課はどちらですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 説明不足で申し訳ご

ざいません。予算自体は、文化観光スポーツ部で取っ

ているんですけれども、それは先ほど言いました

464万7000円を分任を受けましてですね、その米軍基

地問題に関する万国津梁会議については、基地対策

課のほうで行うということになっております。

○又吉清義委員 そうですよね。私これが非常にい

びつだなと思うんですよ。予算を出す側と執行する

側が全く違うと。予算を出す側のほうで執行するの

が当然かなと思うんですが、去年もそういった現状

だったんですが。

ちなみにこの事業計画云々は新年度予算に計上し

てありますので、出ているというふうにして理解し

てよろしいですよね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 事業計画につきまし

ては、令和元年度に４回程度会議を開催いたしまし

た。令和２年度におきましても、元年度と同様に４回

程度の会議を開催するということで検討しておりま

す。

○又吉清義委員 令和元年度は４会議でしたか。仕

様書は何回になっていましたか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 米軍基地問題に関す

る万国津梁会議においては、４回会議をするという

ことになっておりました。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、又吉委員から当初の仕様書のこ

とを聞いていると指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

溜政仁参事兼基地対策課長。

○溜政仁参事兼基地対策課長 すみません、文化観

光部のほうで作っております仕様書の―想定になる

のかと思うんですけれども、それは会議５名で５会

議をやるという―違いますね、すみません。会議は

年２回程度掛けるの５会議を行うということで想定

されているようです。

○又吉清義委員 資料を要求いたします。皆さんが

今年予定している会議、内容、人件費等、その中身

を資料として提出いただきたいんですが、よろしい

ですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 後ほど整理して提出

したいと思います。

○又吉清義委員 すみません、じゃああと１点だけ。

公安委員会のほうにちょっと進捗状況をお願いした

いんですが、41ページに宜野湾警察署新庁舎建設事

業がありますが、これについて、進捗状況等につい

て御説明をお願いしたいんですが。

○岡本慎一郎警務部長 宜野湾警察署の新庁舎の建

設に関しましては、証拠品を一括管理するための保

管庫を備えた宜野湾警察署新庁舎建設事業で、令和

３年度に仮庁舎へ移転し、令和４年度から令和６年

度にかけて建設工事をする予定で検討を進めている

ところでございます。

○又吉清義委員 すみません、あと少し御質問をお

願いしたい。規模、大きさ、建物等どのような感じ

になるのかですね、よろしかったらもう少しそこま

で丁寧に御説明いただけませんか。

○森本直樹会計課長 今現在ですね、令和２年度の

予算としまして実施設計の委託料を１億6000万円ほ

ど計上させていただいております。ですので、具体

的な規模等々についてはこれから実施設計を行うと

いうことでございますので、まだ具体的に建物が何

平米というようなお答えはできないということでご

ざいます。

○又吉清義委員 ありがとうございます。
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現在ある敷地の中で、狭い中で構造的な考えだと

聞いたもんですから、本当に大変だと思いますが、

ぜひ頑張っていただきたいなと。一日も早い完成を

待っておりますので。

以上です。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 資料３の１、令和２年度当初予算

（案）説明資料の中から質疑を行いたいと思います。

５ページのですね―私の質問は総務と知事公室にま

たがるかもしれませんが、首里城の件で質問してお

りますので、答弁もよろしくお願いしたいと思って

います。

先ほど委員から質疑がありました、令和２年度収

支不足215億円と説明がありましたけども、現在基金

が603億円あってですね、この215億円を取り崩して

主に充てた要因ですか、説明をお願いします。

○武田真財政課長 予算規模が昨年より大きく増え

ているというのが収支差の拡大要因になっています

が、主なものでいいますとやっぱり社会保障関係費、

それから人件費のほうの伸びも大きゅうございまし

た。そういったものを踏まえますと、昨年より６億

円拡大した―215億円の収支差が発生したというとこ

ろになっております。

○中川京貴委員 本年度の予算がですね、7514億円

と、過去にない最大規模の一般会計予算を計上され

ているとありましたし、また、その中でですね、今

説明もありましたけども、人件費から社会保障と。

御承知のとおり、去年の10月に消費税を10％に引き

上げた関係で、全国的に国から入る国庫、また、地

方交付税とかが増額になった経緯もあったと思って

います。そういった意味で、予算を去年の恐らく12月

にきちっと決めてですね、本定例会に出されている

と思っていますが、ただ、基金の取崩しが過去に―

平成27年度に244億円が一番最大であると。その前に

はあるんでしょうか、基金の取崩しが。

○武田真財政課長 収支差の推移でいいますと、先

ほど御案内したとおり27年度が244億円でした。前の

年は123億円、その前の年は144億円という形で、直

近は少し拡大傾向にあるかなと思っております。

○中川京貴委員 なぜこの質問をしたかといいます

とですね、この244億円を崩したとき―最大崩したと

きは翁長県政の時代なんです。そしてまた、玉城県

政になってですね、215億円の基金の分、右肩上がり

できているという説明がありましたけど、やはりで

すね、限られた財源、予算を最大限に効果を出すた

めにはやっぱり総務の知恵だと思っています。その

最高責任者が総務部長だと思っていますので。

我々がいつも指摘している―これも知事公室の部

分になるんですが、ワシントン事務所とかでも今回

100万円の増額になっています。効果があるのかない

のかと、一般質問、代表質問で問うても、効果があ

ると。玉城県政が終えた後に、本当にこのワシント

ン事務所の効果があるかないか、検証しないといけ

ないと思っています。先ほどもちょっと質疑に出ま

したが、これまでワシントン事務所の金額ですね、

再度、幾らかかっていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成27年度から30年

度までの実績額、それと、令和元年度、２年度の予

算額の合計で、６年間で約４億1998万円となってお

ります。

○中川京貴委員 このようにですね、やはり本当に

県民のためになるもの、そうでないもの、効果が出

たもの、出ないものを検証して予算措置をしていた

だきたいのと、もう一つは、今回和解条項議案で出

されているＭＩＣＥの関係ですね。たしか文化観光

から。総務として、この和解金の9000万円は総務は

妥当ということの判断で議案を提出しているんで

しょうか。損害賠償金です。総務が認めないと執行

できない。

○武田真財政課長 本会議を通じまして、ＭＩＣＥ

のその和解金につきましてはいろいろ御審議してい

ただきました。その際、文化観光部長からも答弁ご

ざいましたとおり、国との協議が調わなくてソフト

交付金の終期にできないということで、その後、落

札決定の効力とか、落札後の本事業に関する負担費

用の扱いについて協議を重ねたと聞いております。

それを踏まえた上で、結果、県と落札者双方に責め

に帰すべき事由がないということと、発生した経費

の負担については、釣合いの取れた状況に是正する

ということが信義則、公平の観点から適切であると

いうふうに確認をしたということで、総務部におい

ても予算を措置したというところでございます。

○中川京貴委員 これは、過去にこういった事例は

ありますか。

○武田真財政課長 私が財政課に関わっている範囲

では、ちょっと記憶にないです。

○中川京貴委員 先ほども質疑しましたとおりです

ね、総務部長、やはり限られた財源ですから、わざ

わざ9100万円を損害賠償に充てるのではなくてです

ね、これを継続しながら、損害金を払わない仕組み

が取れなかったもんですか。

○金城弘昌総務部長 先ほど、財政課長からもござ
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いました。この間、やはり停止条件つきのＭＩＣＥ

の建設だったということと、これまでもＭＩＣＥに

ついては一括交付金が活用できていたというふうな

こともあったということですね。この間文化観光ス

ポーツ部、また、三役も含めてしっかり御説明に行っ

たりとか意見交換をしているんですけど、結果とし

て交付決定を受けられなかったため、この状況が今

回出たということでございます。

当然ながら、今新たなまたＭＩＣＥの建設につい

ては別途、令和２年度予算で計上させていただいて

いるところでございますけど、今委員御指摘の部分

もですね、しっかり文化観光スポーツ部でも考えて

いると思います。そこをしっかりさせていただきな

がら、総務部としても適正な予算措置はやっていき

たいというように思います。

以上です。

○中川京貴委員 総務部長に税収について少しお伺

いしたいんですが、御承知のとおり、もう本年度東

京オリンピックも終わって、全国的に公共工事、大

型工事とかが恐らく厳しくなるだろうなと思ってい

ます。沖縄県においても、石垣空港の開港、そして

伊良部架橋、各離島振興における大型事業、また、

那覇空港の滑走路も今年の３月いっぱいでは完成し

ます。

しかしながら、この四、五年間ですね、沖縄にお

ける大型工事事業のめどがついていないと思ってい

ます。そういった意味では、総務部長として税収で

すね―今回新型コロナウイルスの発生で観光客が止

まった時点で相当影響していると思いますが、総務

部長としてこの件について。

○金城弘昌総務部長 まず、予算提案時期は令和２年

の１月頃でしたので、まだ新型コロナのその影響と

いうものは考慮ができないところで予算編成はさせ

ていただいたところでございます。ですから、今回

の新型コロナでいわゆる観光減であったりとか、様

々なところで影響が出てきているところでございま

すけど、まだ法人の業績の落ち込みとかそういった

ところが、現時点でどの程度になるかというのが

ちょっとなかなか把握ができないところなのかなと

思っています。

実は、先日、日銀の那覇支店が―３月の６日でし

たかね、県内金融経済概況というのを出しています

けれど、やはりまだ日銀のほうとして把握している

状況が、県内の景気は基調としては全体として拡大

しているということを言いつつ、ただ一方で、足下

では新型コロナの影響が徐々にというんですかね、

広範化してきているよというふうなところがありま

すので、そこをやっぱりしっかり経済状況を見定め

ていかないといけないのかなというふうなところで

はございます。

なかなかその県税の影響というと、大分後になっ

てからじゃないとはっきり分からないところござい

ますので、そこはしっかり状況把握に努めていきた

いというふうに思います。

○中川京貴委員 総務部長、少し認識の違いがあり

ますので指摘しますが、もう出ているんですよ。皆

さんも国道58号、県道沿い歩いて分かるようにです

ね、もう間違いなく観光に影響は出ております。そ

ういった意味では、我々次の６月の議会まで待てな

いと思っていますよ。ですから、早めに知事を初め

その対策をつくって、３月の時点でできること、４月

になってできることの受皿をつくっていただきたい。

それともう一つは、豚熱の関係で、我々自民党会

派は農林水産省、また、基地問題では防衛へ行って

きましたけど、国はこの殺処分については100％国庫

で見ると。しかし、３キロから離れた地域について

はですね、国は２分の１しか見ないんですよ。残り

２分の１は県の負担だということで説明を受けてお

りますが、県としてはこの２分の１をどうやって負

担するつもりですか。

○武田真財政課長 豚熱という感染症関連の予算と

いうのは、農林水産部で予算計上されておりますが、

昨年の１億円に対して３億円―２億円増という形で

予算計上させていただいておりますので、その中で

適正に対応するというふうに考えております。

○中川京貴委員 今この質問をしたのはですね、例

えば、豚の関係でも出荷が遅れた差額、それとまた

この豚舎で死んだ豚も含めて補償対象になるような

説明を受けております。ということはですね、今回

の新型コロナウイルスの関係でも、これは農林・畜

産だけじゃなくて、商工業全てに影響していると思っ

ています。それらの対策をですね、緊急に県が示さ

ないと、窓口が見つからないということでの要望と

かが我々会派のほうに来ております。ぜひですね、

全庁的な対策を―待ったなしの対策をしてほしいん

ですが、６月までは待てないと思っていますが、総

務部長いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 先ほど、知事公室長からも言

われましたけど、今日の午後ですね、そのいわゆる

新型コロナウイルス感染症のための対策を発表する

ことにしております。また、せんだっての予算委員

会のほうでも、その新型コロナについては時期をしっ
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かり見定めてですね、出てきたら、補正予算も含め

てしっかり対応させていただきたいと思っています

ので、ちょっと今、国がまた明日には新たな施策を

打つというふうなことも聞いていますので、そこも

しっかり見定めながら必要なことを講じていきたい

と思っています。

○中川京貴委員 やはりですね、これはもうお願い

したいのは、臨時会を開いてもいいからですね、こ

の予備費だけの対応では間に合わないと思っていま

す。臨時会を開いてでも予算措置をしてですね、県

民が安心できるような仕組みをつくっていただきた

い、これを要望をしておきます。

次、11ページ、知事公室の部分のですね８番、消

防防災ヘリ導入推進事業について伺います。今の状

況の説明お願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 今の状況でございま

すけれども、平成元年度におきましては、平成30年

度末に行った意思確認において全市町村の賛同を得

られなかったということがございまして、市町村と

の意見交換だとかそれに対する意見照会、それから

個別調整、こういったところを行ってきたところで

す。改めて確認を行ったところ、賛同する団体は２団

体増えたんですけれども、まだ全市町村の賛同には

至っていない状況でございます。

○中川京貴委員 ただ、その消防防災ヘリについて

も、今、案としてはどういう型のヘリを購入しよう

と考えていますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 平成29年度に作成し

ました検討報告書がございますけれども、そこの中

では全国の消防防災ヘリを調査いたしまして、いわ

ゆる中型機というのが今後の方向性として示された

ところではございます。御質問のそのヘリの仕様等、

こういったところについては令和元年度、今年度市

町村の合意形成を図って、その後の推進協議会等を

立ち上げてですね、専門家も含めて仕様等を検討し

ていく予定でしたけれども、現時点においてまだ協

議会設置に向けた合意形成に至っておりませんので、

そこまでの検討に至っていないというのが今の状況

です。

○中川京貴委員 知事公室長、これは要望を申し上

げますけどね、前に我々が説明聞いたときは、中型

化だったんです。ヘリのですね。我々は大型化を要

望しております。理由はですね、いざ緊急事態の場

合に１人、２人しか救助できないということがない

ように、５名も10名もですね、そのヘリに乗せられ

るような緊急措置が取れるような仕組みを取らない

と。前回の説明では小さいヘリだったと思っていま

すよ。それを聞いたらですね、石垣を往復できない

と。石垣まで行ったら宮古かどこかで給油しなけれ

ば本島に帰ってこれないとか、こんな説明だったん

ですよ。じゃあ石垣、宮古で緊急事態が発生した場

合はどこで燃料を入れるんですか。それを踏まえて

ですね、やっぱり大型化にすべきだと思いますが、

知事公室長の見解を聞かせてください。

○池田竹州知事公室長 中型ヘリ―大きさ的には海

上保安庁さんが使っているヘリとほぼ同じものが想

定されております。定員でいきますと10人以上乗れ

るタイプで、ドクターヘリと比べるとかなり大きな

ものです。いわゆる大型ヘリというのは、都道府県

では東京消防庁だけが持っていまして、いわゆる市

街地の通常の活動―実は消防防災ヘリで一番出動件

数が多いのは、ドクターヘリの補完というのが多く

なっています。大型ヘリだと多分そういった形での

対応が極めて難しいということで―東京消防庁は複

数保有している極めて特殊なところでございますけ

ども、それ以外の都道府県では２機保有しているよ

うなところでも、中型のヘリを相互に運用している

ような状況がございます。中型のヘリが標準仕様で

700キロ以上の航続距離ということで、無給油で行く

のは厳しいのというがカタログ上はありますけども、

いわゆる燃料タンクを増槽すれば、1000キロ以上の

航続距離も確保できるというふうにメーカーさんか

らは聞いておりまして、無給油で往復できるような

形での対応もですね、今後大型のヘリも当然含めま

して、合意形成後の専門家を交えた導入の検討協議

の場で、そこはきちんと検討していきたいと思って

います。

○中川京貴委員 この質問をしたのはですね、やっ

ぱりドクターヘリ、海上保安庁のヘリ以上に大型が

必要ですよという質問なんです。今おっしゃったよ

うに、今の現状では、どっかで給油しなければ、燃

料タンクを改造しなければ本島からは往復できない

という答弁ですから、ぜひ大型化にしていただきた

い。

○池田竹州知事公室長 それぞれの活動目的、いわ

ゆるつり下げ救助とかも実際大きな活動目的になっ

ております。そうした場合に、大型では難しいとい

うような話も全国の消防ヘリの協議会などからも聞

いておりますので、その辺も踏まえてですね、実際

の活動として最も沖縄県の活動にふさわしいような

形で、大型のヘリの導入も含めまして検討していき

たいと思っております。
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○中川京貴委員 これは要望にしておきます。

次にですね、41ページ、公安委員会の中で警察業

務に当たってですね、これまでの検視担当者数、ま

たは死体取扱い数について伺います。

○島袋令刑事部長 まずは、県警の検視体制ですけ

れども、復帰前の昭和45年、捜査一課内に検視係２名

から始まりまして、平成に入りまして平成６年に

３名、平成14年４名、21年に７名、23年に10名、27年

に捜査一課内に検視官室と―係から室という形で格

上げをしまして11名体制、その後平成30年に10名体

制になりまして、現時点で10名体制で移行している

ところであります。変死体の取扱いの数ですけれど

も、年によって当然変化はあるんですが、例年大体

1700体から1800体の御遺体を取り扱っている状況に

あります。

○中川京貴委員 本部長、ぜひ聞いていただきたい

ものがありましてですね、これ今説明があったとお

り、私はこの県議会に当選して以来12年、この問題

に取り組んでまいりました。やっとですよ、糸満警

察署の死体安置所のそばに家族が入れる、クーラー

つきの部屋ができたのが初めてです。この間新聞に

出ていたとおりですが、12年間ですね―家族が病院

以外で亡くなったら、やっぱり検視体制に入るんで

すよね。それは全部警察署の外なんです。冬も夏も

この家族は外で待機する―署の判断で中で待つ場合

もありますけども。ぜひその家族が入れる部屋を造っ

ていただきたいと言って、実現したのが糸満署なん

です。これからの警察署全てにおいてですね、そう

いった配慮があるべきだと思いますが、いかがでしょ

うか。

○宮沢忠孝警察本部長 委員御指摘のとおり、御遺

体の尊厳をしっかりと守るということは重要な課題

だと思っております。今後の警察署の整備について

は―先ほども宜野湾警察署について御質問ございま

したけれども、今後しっかりと、御指摘の点も踏ま

えながら検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

○中川京貴委員 今ある警察署の中にですね、そう

いった建物を造ってできないかと何度もこれまで質

問しましたが、やはり新築においてしか対応はでき

ないという説明でありましたので、今後ですね、ぜ

ひ総務とも、県とも調整しながらしっかりやってい

ただきたいと、要望を申し上げます。

そしてもう一つはですね、この離島においての検

視体制というか、たしか離島には検視官がいないと

思っていますが、離島の検視体制についてお伺いい

たします。

○島袋令刑事部長 離島における検視体制ですけれ

ども、人事異動という中で、本部において検視の係

を経験した警部を所轄署の刑事課長に異動させると

いうような形での人事上の配置をしております。あ

わせて、検視支援装置というのがありまして、いわ

ゆるリアルタイムで本部のほうにその映像を送ると。

本部のほうから指示をして、御遺体の状況を確認す

るというような形のいわゆるハード面での―支援人

事と機材の両方で支援をしているという状況であり

ます。

○中川京貴委員 確認したいんですが、例えば警察

官を退職されたＯＢですね、その検視体制の関係者

を再雇用することは可能でしょうか。

○島袋令刑事部長 再雇用の関係に関しましては予

算等々と様々な問題があるので、私のほうから現時

点ですぐどうこうというお答えは差し控えますけれ

ども、考えとしてですね、やはりそういう専門的な

知識というもの―誤認検視を出さない、犯罪死を見

逃がさないという観点からですね、そういうエキス

パートをそういうところに置くというのも一つの考

え方かなとは思います。

以上です。

○中川京貴委員 予算的なものが出ましたので総務

部長にお伺いしますが、やはり石垣、宮古ね、ここ

にやっぱりこの検視ＯＢを再雇用して置くというの

が大切だと思いますが、部長いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 今初めて聞いたものですから

即答はしかねますけど、再雇用という話ですと、

ちょっと制度的なものがまずどうなっているのかな

というのもございますので、そういったものを県警

のほうでしっかり確認されたり、今、県警の御答弁

がありましたけど、その辺のこともいろいろあると

いうふうなことがございましたので、まず内部でしっ

かり議論されて、予算措置が必要ということであれ

ば、その辺の熟度であったりとか緊急性であったり

とか、当然ながら予算のところでやるところはしっ

かりやっていきます。再雇用ということで、ちょっ

と人事面の話も出てくるもんですから、そういうの

は可能性があるのかどうかも含めてですね、当然検

証されることかなと思っています。

以上です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時17分再開
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○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 こんにちは。

部長、資料は３の１、令和２年度当初予算（案）

説明資料について。そこの１ページなんですが、国

の予算編成の背景の中にですね、こういったことが

書かれています。防災・減災・国土強靱化をさらに

強力に進める云々という項目がありますね。私は従

来、南海トラフ等を含めて沖縄県に与える影響を大

変危惧しておりますと。特に低地にあります学校関

係の高台への設置、それと今日話が出ました宜野湾

警察署等を含めて名護警察署、糸満警察署、ほとん

どこの海抜―宜野湾はそうでもないんですが、海抜

ゼロメーター地域にあるこの警察署は早めに高台に

設置をしていただきたい。この理由はやはり、いざ

災害、有事の際に陣頭指揮を執るのは県警察の施設

であり、行政施設なんですね。そういった面からも、

南海トラフ等含めて、あと30年以内に70％あるいは

80％の高い確率で本県に大きな影響を与える可能性

があると、これは琉球大学の各先生方の意見も含め

て新聞報道等で言われているとおりなんです。その

ことに含めて、国は各地方行政と考え方を一つにし

て推し進めてまいりますということなんですが、ま

ずは部長の御意見を聞かせていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のようにですね、

いわゆる国土強靱化というか、防災・減災をしっか

りやっていくと。特に、ハードの公共建築物であっ

たりとかインフラ含めてですね、県のほうでは公共

施設等の総合管理計画に基づいて、老朽建築物であっ

たりとか長寿命化といったこともやっていますので、

当然のことながら国の予算もしっかり活用させてい

ただきながらそれは取り組んでいくと。

また、御指摘の件については、それぞれ所管して

いる部局でしっかり、いわゆるそのインフラ、それ

と公共建築物について事業計画を立てて取組を進め

ていくと思いますので、そこは総務部としても、しっ

かり状況を見つめながら予算化していくということ

になろうかなと思います。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 その中でですね、名護、糸満はほ

とんど海抜ゼロメーター地域だったわけですね。結

果的には―もちろん施設も探すと思うんですけれど、

中身はどういうふうな状況になっておりますでしょ

うか。

○宮沢忠孝警察本部長 まず、糸満警察署でござい

ますけれども、先日新しい庁舎が建設されまして、

御指摘の点については解消されているというふうに

承知をしております。

続いて、名護警察署でございますけれども、これ

は午前の質疑でも宜野湾警察署の整備について御質

問が出ましたが、その次に古い警察署となっており

まして、県警察といたしましても、現在改築計画を

策定すべく鋭意検討を進めているところでございま

して、御指摘のその問題についても―要は津波対策

という点についても十分考慮しながら、整備計画を

策定してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 11ページの、先ほど防災ヘリの話

が出ましたけれども、残念ながら予算が半額になっ

たということはですね、その防災ヘリ、防災に対し

て減災をし、そして防止策をしっかりやっていくと

いう中においては大変厳しいものがあるんじゃない

かなという思いで、大変危惧しております。

これは、私たちが前もって備えをしっかりやる必

要があるんだということもですね、一言付け加えて

おきたいと思います。

12ページ、私学通学費負担軽減事業でありますが、

その事業内容について御説明お願いできますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校等教育振興費といたしまして、この中身

はいろんな事業がぶら下がっておりまして、総額で

は75億2000万円があるんですが、その内訳として私

立学校等教育振興費が24億8267万5000円計上されて

います。これについては、ほとんどが私立の小中高

に対する運営費の補助となっておりまして、経常的

経費に対する支援が主なものとなっています。その

ほかに私立学校等教育振興費といたしましては、特

別な取組に対する補助とか、あと教員の共済費、あ

るいは退職金に対する支援とかを計上しております。

○仲田弘毅委員 専修学校も含まれていると思うん

ですが、これは大体、私立学校と専修学校との区分

けみたいなものはありますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

大まかな私立学校教育振興費の中は、先ほど言っ

た私立学校教育振興費、これは小中高の各学校でご

ざいますけれども、ほかに高等学校の就学支援、授

業料に関する支援、私立の専修学校の授業料の減免

事業、それから、専門学校に対する県単の補助とか

ですね、それはまた別立てになっています。大きな

くくりとしてですね、私立学校の教育振興費という
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くくりでございます。

○仲田弘毅委員 その中の私立学校通学費負担軽減

事業、これもいずれも新規事業になっているわけで

すが、これは知事の公約にもある事業ですよね。そ

の説明もお願いできますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

本事業につきましてですね、家庭の経済状況にか

かわらず社会で自立して活躍する人材を育成する大

学―これは専門学校も含めます、就学できるようそ

の経済的負担を軽減することを目的としておりまし

て、国と県で半分ずつ負担してやっている事業でご

ざいます。これにつきましては、今回県に計上しま

したのが専門学校の分でございまして、支援対象に

ついては住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の

学生につきまして支援をすることとなっております。

支援内容については、それぞれ上限がございますけ

れども、入学料及び授業料の支援をしていくという

ことになっています。

○仲田弘毅委員 これも新規事業ですよね、上乗せ。

私立学校の通学費の負担軽減事業も合わせて。通学

費、バスの―だから先ほどちょっと話がかみ合わな

くて、バスですね、バス。これ、知事の大きな目玉、

公約の目玉でもあったわけですよ。

○座安治総務私学課長 失礼いたしました。

私立学校通学費の負担軽減事業でございます。こ

の事業は、私立の高等学校に在籍する低所得世帯の

生徒についてバス通学費用を支援するということで、

安心して学業に取り組めるようにということで整備

を図るために実施するものであります。財源は一般

財源となっております。支援対象につきましては、

先ほど申しました住民税の所得割、非課税世帯及び

児童扶養手当受給世帯に属する生徒に対して支援す

ることとしております。

○仲田弘毅委員 これは実証実験みたいな形で、教

育委員会の教育長の話で本会議で答弁があったわけ

ですが、私学としてはどういうふうな受け止め方で、

この中身の調査みたいなものは独自でなされたんで

すか。

○座安治総務私学課長 教育委員会のほうと連携い

たしまして、いろんな方策を探っているところでご

ざいますが、現在私立学校につきましては、学校の

生徒に対してアンケートを取ってですね、公立と違

うような景況もやっぱりありますので、それを調査

するということ。あと、私立学校に関しましては、

スクールバスを運行している学校が結構ありまして、

その生徒をどうするかとか、そういうところも調整

が必要でして、今それについて調整をして、教育委

員会とも連携を取ってやっているところでございま

す。

○仲田弘毅委員 このバス通学の援助、サポートと

いうのはですね、私学は先ほど課長おっしゃったよ

うにスクールバスで送迎している学校もあるんです

が、公立に関してはですね、校区制がなくなったと

いう事例があるわけです。従来はその校区で歩いて

通学できていたものが、もう全県１校という形です

から、遠いところからも学校に通うと。そうなって

くるとですね、親御さんの負担が極端に大きくなっ

てくる。そのための事業だということで我々は捉え

たわけですが、当初の予定は、バス通学していて希

望者を全部募るという話合いなわけですが、今現在

対象者にはどういった方々が対象になっていらっ

しゃるんですか。

○座安治総務私学課長 先ほど申しましたけども、

住民税の所得割の非課税世帯及び児童扶養手当の受

給世帯ということで、その人を対象にですね、その

うち今路線バスで通学している生徒が対象となりま

す。先ほど申しましたように、私立の場合スクール

バスを運行しておりますので、スクールバスに係る

ものはもともと無料で乗れるというのもありまして、

一応路線バスを利用してバス運賃を負担してやって

いる生徒というふうなところでございます。

○仲田弘毅委員 この路線バスを利用している子供

たちには、具体的にはどういった形で補助をしてい

らっしゃるんですか。

○座安治総務私学課長 今は補助をしていないんで

すけれども、来年やる予定ということで取り組んで

いるところです。支給のほうについては、現在教育

委員会と連携して詰めているところでございまして、

学校に対して直接支給するとかですね、そういうと

ころがどういうふうにしたら一番うまくいくか、あ

るいは生徒の負担が少なくなるかを検討中でござい

まして、まだ詳細が詰められていないところでござ

います。

○仲田弘毅委員 ということは、まだこの利用方法

も決まっていないということでしょうか。

○座安治総務私学課長 具体的な手法がまだ煮詰

まっていないところでございまして、現在御存じの

ように、バスについてはＯＫＩＣＡというＩＣカー

ドが普及しておりますので、それをいろいろ活用で

きないかというところも含めて検討しているところ

でございます。

○仲田弘毅委員 なぜこの質問をやるかといいます
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と、ＯＫＩＣＡのチャージができませんと。現金の

半額補償もできませんと。定期券だけだというふう

な話合いが出てきて、しかも、この申請する者が沖

縄県母子寡婦福祉連合会ですかね、そこを通じて許

可をもらわないとその適用がなされないというふう

な保護者からの意見もあるわけですよ。そういった

ことは、担当部局には情報として入っていませんか。

○座安治総務私学課長 そこの話は、私はちょっと

聞いておりません。ただ、これに関しましてはです

ね、今具体的に先ほどどういったカードの活用で、

どういうふうな仕方ができるかというところでござ

いまして、今を含めた定期カードで大丈夫かどうか

とか、それを含めてですね、今現在、調整中でござ

います。すみませんが、今、教育委員会と連携して

やっているところでございまして、そこら辺も詳し

く申し上げる段階にないというところでございます。

○仲田弘毅委員 いずれにしても、前進したという

ことは大きな評価ですから。ただ、こういうふうに

一部限定した状態ではなくてですね、校区制がこれ

だけ拡大された、特に私学においてはこれだけの手

厚い施策もなされているということを考えた場合か

ら、沖縄県の大半の子供たちが通う公立小学、中学

校は、ぜひしっかりとした対応策をお願いしたいと

要請、要望をして質問を終わります。

以上です。

○渡久地修委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 よろしくお願いします。

まず最初に、総務部のほうからお願いしたいんで

すけども、資料は今通知いたしました当初予算説明

書のほうですね。７ページと８ページのほうなんで

すけども、好調な県経済に支えられて県税も増加し

てというところが、この間様々な場面での答弁とか

であったというふうに思います。そこで、この県税

のほうなんですけども、県税は県民税とそれから事

業税、それぞれ個人と法人とあるようなんですけど

も、法人の県民税のほうで前年比で少し―少しとい

いますか、結構大きな額の減があったりとか、この

辺の県税全体の解説をお願いできたらと思っていま

す。全体ではなくてもいいですよ。

○小渡貞子税務課長 お答えいたします。

令和２年度の県税歳入当初予算額は1393億4514万

5000円で、前年度の当初予算額1311億6700万円と比

較しまして、81億7814万5000円、率で6.2％の増となっ

ております。増収となった主な税目としましては、

個人県民税、法人事業税、地方消費税があります。

減収となった主な税目としましては、法人の県民税

と自動車取得税となっております。

○宮城一郎委員 経済が好調であれば、個人、法人

を問わず大体税収というのは上がっていくものなの

かなと思っているんですが、法人の県民税が減って

いるというところでですね、また一方で、法人の事

業税というのは強含みになっているというところで、

何か改正点とかあったのかどうかというところです

ね。

○小渡貞子税務課長 法人の県民税につきましては、

今回の税制改正におきまして地方法人特別税につい

て改正がありまして、県民税については税率が下がっ

ております。事業税につきましては、税制改正で税

率が上がっていると。その分につきましては、ほか

の国税に税源移譲した部分とかがありまして、それ

を再度地方に再分配するという形の税制改正が行わ

れた結果になっております。

○宮城一郎委員 では、法人県民税で減っている分

に対して、法人の事業税で増えている分とかを相対

的に勘案すると、もう全体として県税は底上げして

きているということでよろしいでしょうか。

○小渡貞子税務課長 全体として底上げという部分

と、あと国税のほうから再分配という形で入ってく

るものがあるという形になります。

○宮城一郎委員 今回の当初予算なんですけども、

特に歳入策定に当たってですね、先ほど午前中も

ちょっと委員のほうからありましたけれども、今、

コロナの問題で先行きの経済状況が非常に不安視さ

れている部分があると思います。先般は、豚熱です

か。去年は政治的な状況で、韓国等々のインバウン

ドが減便とかですね、多分に何ていうんでしょう、

もろ手を挙げて将来的にも明るいぞというふうな感

じではないんじゃないかなというふうに個人的には

思っているんですけども、今回の歳入策定は、これ

らの様々な、あまりよろしくないと思われる要因と

いうのは加味された上で、歳入計画を立てられてい

るのかどうかというところを教えてください。

○小渡貞子税務課長 県税の歳入につきましては、

まず、今一番大きな個人県民税でありますとか法人

事業税につきましては、前年度の決算に応じて今年

度の予算が決まるという形になりますので、今般の

韓国の問題であるとかにつきましては次の決算に影

響が出てくるのかなということもありまして、今回

の令和２年度につきましては、あまり影響が出てこ

ないのかなというところでございます。

コロナにつきましては、先ほどもありましたけれ

ども、１月下旬頃の発生ですので、これについては
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申し訳ないんですけれども、今回の当初予算では加

味されていないということになっております。

○宮城一郎委員 ということは―言葉が適切かどう

か分からないんですけど、比較的悪い要素というの

は含まれない、やや楽観的につくっているというか、

そういう意味ではこの後進んでいくにつれて悪影響

が顕著に出てくる場合には、この歳入計画というの

は若干見通しと違ってくる可能性もあるというふう

に考えてよろしいんでしょうか。

○小渡貞子税務課長 県税の歳入予算をつくるとき

に、まず調定額ということで税収がどれくらいの規

模になるかということを見込みます。これについて

は先ほども説明しましたけれども、前年度の決算が

今年度の税収の規模になりますので、それに合わせ

ていきます。それに、調定額にこれまでの収入率と

いうんですか、どれだけ徴収できるかというものの

率を掛けて、それを予算額にしています。今回、税

収の落ち込みをちょっと見込めませんでしたので、

そのまま前年度と同率ということで調定額に掛けて

計算しておりますので、もし今後経済状況が悪くな

るのであれば、この調定の規模は変わらないんです

けども、２か月程度影響が出てくるかと思うんです

けれども、それ以外の部分には影響しませんので、

その次に影響が出てくるのが、この収入率が下がる

ことによって県税の決算が落ちてくる、そうなれば

やはり見直しをしなければいけないかなというよう

なところであります。

○宮城一郎委員 今回の新型コロナなんですけども、

様々な方面に影響が出ていると思うんですが、直撃

といっていいのが観光の部分なのかなというふうに

思っています。私自身は観光のほうの出身で、県が

リーディング産業として位置づけてくださっている

ことについては大変うれしく、誇りにも思っている

んですけれども、やはり経験の中でＳＡＲＳですと

か９・11ですとか、そういったときにはやはり―観

光は確かに伸びしろは大きいかもしれないんですけ

ど、外部環境にすごくもろいというふうなことを感

じているのも事実であります。特に、沖縄県のこの

法人の収入―税収ですね、他県と比べるとやっぱり

サービス業に依存している部分が多分にあってです

ね、その構造改革というんですか、今まで観光、そ

れからＩＴのほうにすごく―県は何か機会があれば

この２つを主軸におっしゃっていたんですけども、

例えば今回、工芸の杜ですとかそういったもの、も

のづくりにピボットというわけではないんですけど、

決して観光を少し下げなさいとかいうのではなくて、

観光もＩＴもそのまま力を入れていく中で、もっと

ほかの産業のほうにも、県として構造改革に着手し

ていくべきではないかなという考えがあるんですけ

ども、その辺お考えあればちょっと聞かせていただ

けたらと思うんですけど。

○金城弘昌総務部長 総務部のほうから言うような

中身ではないのかもしれないんですけど、21世紀ビ

ジョンという計画があって、そこの中で様々な、今

言っているような製造業の話であったりとかＩＴと

か観光なども言っています。一番やはり我々として

大きいのは、その21世紀ビジョンとアジアのダイナ

ミズムを取り込むという中でですね、どういうこと

ができるかというのを絶えず部局のほうはいろいろ

考えていましてですね、そこの中でいろんな議論を

されているのかなというところがあります。

ただ、総務部的に申し上げますと、今回のやはり

新型コロナ感染症についての影響度合いというのは、

非常にやっぱり危機感を持って対応しないといけな

いなというふうなところはございますので、そこは

今まで以上に財政状況を把握しながら、施策を打っ

ていくことになるのかなというふうなところでござ

います。

以上でございます。ちょっと何か申し訳ないんで

すけど、ここまでしか答えられない。

○宮城一郎委員 おっしゃるとおり、ちょっと細か

い話をすれば企画さんですか、商工さんと思うんで

すけど、その税収の構造改革という意味では総務さ

んのほうでもですね、意識を持って取り組んでいっ

ていただきたいなということをお願いして、これに

ついては終わりたいと思います。

では、続いて公安委員会のほうをお願いしたいと

いうふうに思っております。資料を通知いたしまし

たのは、公安委員会さんの歳出予算事項別積算内訳

書なんですけれども、今回、離島警備対策事業とい

うのが、警務管理費というところなのかなと思って

います。見たところ、前年の実績がなくて増えてい

る部分ということで新規事業ということだと思って

いるんですけど、この警務管理費以外にも離島警備

対策事業に関わる―まぶされている部分というのが

あるのかどうかというところを教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊に係る経費

につきましては、委員御指摘の警務管理費の離島警

備対策事業に全て含まれてございます。

○宮城一郎委員 となると、見る限り16億400万円ぐ

らいかなというふうに思うんですけども、議案説明

で県議会等のほうにお見えになった際に、今回71億
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円ぐらいという数字をちょっと覚えてはいるんです

が、この16億円以外のこの残額というのはどういう

ふうな形で反映されるのかというところを教えてく

ださい。

○岡本慎一郎警務部長 委員御指摘の71億円といい

ますのは、警察庁におきまして国境離島警備隊に要

する経費として計上された額でございまして、この

うち沖縄県警察に関係する分が約46億円、このうち

国庫補助金の部分が約16億円でございますので、そ

の分が沖縄県の予算に計上されていると、こういう

ことでございます。

○宮城一郎委員 では、46億円引く16の30億円とい

うのは今のタイミングではない、別のものというこ

とでしょうかね。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

御指摘の約30億円の部分につきましては、国庫支

弁金という形になりますので、沖縄県を経由しない

形で予算措置がなされるものでございます。

○宮城一郎委員 内容はどんなものがあるんでしょ

うか、その使途ですね。支弁金。

○岡本慎一郎警務部長 国庫支弁金のほうをお尋ね

ですか。

○宮城一郎委員 そうです、支弁金30億円ですか。

これはどんなものに使われるのかと。

○岡本慎一郎警務部長 例えば、大型ヘリの格納庫

ですとか、あるいは大型ヘリの予算などが国庫支弁

金の中に含まれてございます。

○宮城一郎委員 今回の離島国境警備対策事業なん

ですけども、ここに至った検討の経緯というところ

を教えてもらっていいですか。どういう外部環境が

あったりとか、こういう考え方に基づいて今こうなっ

ているというところを教えていただけたらと。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

警察では、かねてから国境離島における事態対処

のための体制の在り方について検討を行ってきたと

ころでございまして、過去には外国人活動家による

国境離島への不法上陸事案が発生しておりますほか、

外国公船による我が国領海接続水域への侵入が常態

化していることなどから、武装集団による離島への

不法上陸事案、あるいは占拠事案などの発生が懸念

されているところでございます。こうした状況など

を総合的に考慮いたしまして、当県にはいわゆる国

境離島が多数存在しておりますことも踏まえて、国

境離島における武装集団による不法上陸事案等に対

処する能力を強化するため、地方警察官の定員を

150人増員し、国境離島警備隊を設置したいというも

のでございまして、これによって県民の安全を確保

するとともに、沖縄県の県土の保全にも資すること

になるものと考えているという、こういうことでご

ざいます。

○宮城一郎委員 今御答弁あった上陸事案なんです

けども、実例があれば御紹介ください。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

直近ですと、例えば平成24年の８月に香港の活動

家７名が魚釣島に上陸した事案、あるいはその前に

は、平成16年３月に中国の活動家７名が魚釣島に不

法上陸した事案がございます。

○宮城一郎委員 この７名の２件は武装が見られた

かどうか、確認をお願いします。

○花岡一央警備部長 お答えいたします。

御指摘の事案については、外国人の不法上陸事案

でございまして、特に武装をしていたというような

ものではございません。

○宮城一郎委員 上陸事案が２件、それぞれ７名、

武装のない案件、事例ではあるんですけども、今回

の配備については、議案説明ですと自動小銃など武

装を兼ねた部隊であるというふうに聞いております。

これは武装部隊というふうに考えてよろしいでしょ

うか。国境離島警備隊です。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

今、委員御指摘のとおりで、国境離島警備隊には

自動小銃などの装備が配備される予定となってござ

います。

○宮城一郎委員 すなわち武装部隊ですね。

○岡本慎一郎警務部長 自動小銃が配備されるとい

う意味においては、その御指摘のとおりかと思いま

す。

○宮城一郎委員 では、今回150名という答えが数値

的にあるんですけれども、この上陸事案等々から、

何名ぐらいのこの武装上陸が予見されるということ

で150名という答えに至ったのか、その辺の算出式と

いうのを教えてもらえますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

基本的には、あらゆる事態に迅速かつ適切に対処

できるようにということで構想されておりまして、

そういった観点から警察庁において沖縄県警察と調

整の上必要人数を算出したものでございます。今委

員御指摘のあったような積算の考え方についてお答

えさせていただきますと―詳細につきましては、部

隊の体制、対処能力が明らかになりますと支障が生

じますのでお答えは控えさせていただきますけれど

も、可能な範囲内でお答えいたします。例えば現場
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で部隊活動を実施する際の所要の人数ですとか、あ

るいは任務に当たる場合にローテーションを組む必

要がありますのでそういったもの、さらには国境離

島警備隊員につきましては、能力を向上させるため

に専門的な訓練を行う必要もありますので、こういっ

た業務に従事する必要性、こういったものも踏まえ

まして、さらに装備品などの管理などといったいわ

ゆるデスク部門に必要となる人員も必要となります。

こういったものを総合的に考慮して、150人という人

数が算出されたものでございます。

○宮城一郎委員 では、御答弁によると150名は何ら

か、どのぐらいの規模の上陸を予見してというもの

でつくられたものではないということでよろしいで

しょうか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的には、あらゆる事態

に適切に対処できるようにということで人員を算出

してございます。

○宮城一郎委員 離島国境警備隊については以上で

す。ありがとうございました。

続いて、組織犯罪対策についてなんですけども、

先日報道で宮古と石垣ですかね、この組織犯罪対策

に対する課の増強といいますか、予算措置があった

というふうに聞いているんですけれども、ただこの

積算書で見る限り、組織犯罪対策課へどのぐらいこ

の力を注いでいるのかというのが少し見ることがで

きないものですから、この辺を少し解説いただけた

らなというふうに思っています。

○島袋令刑事部長 その前にまず、沖縄県における

暴力団等の組織犯罪の情勢ですけれども、平成元年

前後にして、全国的に広域暴力団山口組というのが

跡目相続の関係で各地で抗争を起こして、多数の死

傷者を出したという状況がございました。そういう

中で、平成２年に３代目旭琉会が２つに分裂して、

抗争してということで、第６次抗争というものが発

生していますけども、その際にバイト中の高校生、

それから警察官２人を含む７名の死者を出したとい

うようなものがございます。そういう当時の背景を

受けて暴対法というのができて、暴力団というもの

を法律的に規制するという状況ができたということ

です。そういうことで官民挙げた暴排運動とか取締

りとかですね、そういう取組をしたという流れがご

ざいます。

当時約1200名程度いた沖縄県における暴力団とい

うものも、現在においては約350名程度まで減少はし

ているという状況の中でですね、いわゆる指定暴力

団というような形の確たる組織性はないんですけれ

ども、いわゆる暴走族とかあるいは中学の先輩・後

輩というようなグループ、昔でいうと愚連隊みたい

なものがですね、最近いわゆる既存の暴力団の威力

を背景に、様々な合法、非合法な活動をしていると

いうのが実態としてあるような状況がございます。

そのような状況が特に宮古、八重山、先島において

県内のそういう愚連隊に含めて、本土から流れてき

た者がそういう反社会的な活動をしていて、様々な

県民生活、島民生活に影響を及ぼしている実態があ

るという流れの中でですね、刑事課というだけでは、

あるいは署取班だけではということの中でそれぞれ

宮古、八重山に組織犯罪対策課というものを新たに

設置してですね、それに特化した取組をしていこう

ということで今回の組織改編が行われたわけです。

これは総体として、犯罪総量が毎年減少している中

で、警察内の組織をいわゆる組織犯罪対策にシフト

したというところで人的な増員を図ったというとこ

ろでございます。そういうことで、それに伴っての

予算というのが―特段何か必要かということではな

くて、ただ今後、そういう取締りを行っていく上で

様々な情勢変化の中で必要性があれば、改めてとい

うかそういう予算措置を講じるということも必要だ

というふうに認識しております。

○宮城一郎委員 今、御説明の中にあった愚連隊と

かいう部分なんですけど、通称しか知らないんで、

いわゆる半グレと呼ばれている人たちのことかなと

いうふうには思っているんですが、非常に県内にで

すね、じっくりと、特に離島のほうに浸透というか、

侵食している感を我々もちょっと情報として受けて

いますので、この組織犯罪対策については、この部

分もケアしていくということでよろしいんでしょう

か。

○島袋令刑事部長 既存のですね、いわゆる指定暴

力団旭琉会というものだけではなく、それの威力を

背景にですね、様々な活動を行っている、いわゆる

通称的に言われている半グレというものですけれど

も、警察的には準暴力団という定義をしております

けれども、それらに対する組織犯罪に対する対策を

強化していくということでございます。

○宮城一郎委員 知事公室のほうお願いいたします。

今お送りしたのは知事公室の主たる事業のところ

で、私もワシントン駐在員活動事業について御質問

させていただきます。大きく金額が動いてはいない

と思うんですが、このワシントン事務所における活

動の内容で、新年度、何か変更点といいますか、ど

ういう部分はちょっと枝葉として取り払って、どう
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いう部分に力を注いでいこうとか、そういったとこ

ろがあればお聞かせ願えませんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在につ

きましては、令和２年度は旅費が302万6000円、委託

料が7070万6000円、合計7373万2000円を計上してお

ります。基本的には午前中御説明しましたように、

ワシントンでの情報の収集、あるいは沖縄県の状況

を伝えるという活動を中心としておりますけれども、

今回ちょっと細かいんですけれども、158万4000円の

増額をしております。その理由につきましては、今

年度まで基地対策調査費で計上しておりました有識

者連携等推進事業につきまして、事業内容の整理を

行った上で、駐在と有識者との意見交換に係る経費

をワシントン駐在員の活動費に計上したというもの

でございます。令和２年度はこれまでの取組に加え、

ワシントンＤＣ以外での活動にも重点を置き、国連

との連携、有識者と連携した会議の開催、あるいは

辺野古新基地建設に係る軟弱地盤の問題や工期、費

用に関する情報提供を行うとともに、連邦議員等の

沖縄への招聘に向けた働きかけ、知事面談―10名の

連邦議員の方々と面談を行ったんですけれども、そ

の方々に対する継続したフォローアップに取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

以上になります。

○宮城一郎委員 今最後のほうにおっしゃられてい

たフォローアップですね、これを私ども11月に与党

県議団でも訪米させていただいて、現地のシンクタ

ンクの方からですね、沖縄県のこのワシントン事務

所はこの部分が一番ちょっと足りないんではないか

というところの、ちょっと耳に痛い言葉をいただき

ました。これは県が行く際、それから我々議員が行

く際においても、一度行った議員さん、それから補

佐官のですね、継続的な情報の取り合い、そういっ

たものが弱いということで、これは現地のワシント

ン事務所職員の方にもお伝えしていたところです。

そういったところが反映されての、フォローアップ

の強化というところで解釈してよろしいでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 我々としてもですね、

これまでかなりの人数の補佐官等とも面談もしてい

ることもありますし、それを継続してやるというの

は重要であるというふうには認識しております。例

えば、直接面談できなくてもメールを定期的に行う

とか、当然補佐官のほうにアポ取りをして現状を説

明するとかというところでですね、今後ももっと対

策の強化をしていきたいというふうに考えておりま

す。

○宮城一郎委員 こうやって現地にお邪魔して、直

接伝えた声が反映されてですね、事務所がギアチェ

ンジされたことは高く評価したいと思いますので、

新年度もぜひまた力を合わせて頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 先ほど宮城委員からもあったので、

こちらから先にさせていただきます。

公安さんの警務管理費の中の離島警備対策事業と

いうことで16億円、この中を見させていただきまし

たけども、全て国庫のほうで充てられるというふう

には聞いてはおるんですけれども、例えばその中に

あって、教育訓練等に係る経費とかですね、結構増

額になっているので、そこら辺のものがこの国境警

備対策事業に充てられているんだろうな―給与も含

めてですね。今年度は国庫なんですけれども、これ

次年度も全て100％国庫で充てられるんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

国境離島警備隊に要する経費につきましては、来

年度につきましても10分の10の国庫補助の対象とな

ります。

○当山勝利委員 ごめんなさい、言い方が悪かった

んですけど、2021年度、2022年度、継続的にこの金

額がずっと国庫で賄われるのか。例えば、訓練とか

備品とかって、今入っているじゃないですか。そう

いうものが全部そうですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

そういった経費につきましても、来年度以降につ

きましても、同じように10分の10国庫補助の対象に

なります。

○当山勝利委員 分かりました。

先ほど国庫支弁金というのがあるということで、

沖縄県のほうには30億円、全体では国が70億5600万

円ということは聞いておりますが、大型ヘリが１台、

あと格納庫も支弁されるということなんですが、こ

の大型ヘリの格納庫というのはどちらのほうに造ら

れる予定でしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

大型ヘリの格納庫は、那覇空港内に設置する予定

でございます。

○当山勝利委員 分かりました。那覇空港内に造ら

れるということなんですが、それでですね、ちょっ

と見当たらなかったのでお伺いしたいんですが、こ

の大型ヘリ、まず大型ヘリとか今国の予算で審議さ

れているので、これを通らないとできないとは思う
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んですが、予定としてですね、この大型ヘリであっ

たりヘリ格納庫であったり装備資機材ですか、多分

先ほど出た自動小銃も含めてですね、支弁されるの

はいつ頃の時期を見込まれていますでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

現時点では大型ヘリにつきましては令和２年度中、

格納庫につきましても同じく令和２年度中、少なく

ともヘリが配備される前には建設する予定で作業を

進めてございます。

○当山勝利委員 そうすると、令和２年度中という

ことになるとですね、例えばヘリの維持費とか整備

費とかは、ここに計上されていないような気がする

んですけども、そこら辺も国が手当てするんでしょ

うか。それとも、県の予算として手当てするんでしょ

うか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

ヘリの維持費につきましては、国庫補助の形で。

ですから、県のほうで措置した上で10分の10の国庫

補助の対象になるという、こういう予算の措置の仕

方になります。

○当山勝利委員 そうすると、令和２年度の予算に

はもう既に組み込まれているということでよろしい

ですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

そのとおりです。維持費についても、令和２年度

予算内に組み込まれてございます。

○当山勝利委員 分かりました。

じゃあ次、移ります。総務部さんのほうにお伺い

します。

まず、本会議でもお伺いしましたが、会計年度任

用職員制度、総額として62億8124万円余になります

ということだったんですが、具体的にこの増分です

ね、この制度によってどれだけ増えてくるのかとい

うのを伺います。

○茂太強人事課長 お答えします。

まず、知事部局におけるこの会計年度任用職員の

見込数でございますけれども、まず、任期が短期間

の方を含めて延べで2055人となっております。その

中でもいろいろな職種がございますけれども、人数

が最も多い事務補助に従事する会計年度任用職員の

場合でございますけれども、１人当たりですね、月

額で4500円ぐらいの増が見込まれています。また、

会計年度任用職員については、新たに期末手当を支

給することになりますので、約23万8000円の増と、

年額で29万円の増となる見込みで、総額として先ほ

ど委員がおっしゃった金額になるという形になりま

す。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

ちなみにその62億円なんですけれども、今はトー

タルで62億円ということなんですが、今年度と比べ

て次年度はどれだけ増分になりますか。負担になっ

ていますか。

○茂太強人事課長 合計で申しますと、７億8800万

円の増になります。

○当山勝利委員 ７億円増えるということで、これ

はもうほぼ期末手当分と考えてよろしいんでしょう

か。

○茂太強人事課長 級はもともと経年とか考えて決

定しますので、その増額分と期末手当の分という形

になります。

○当山勝利委員 分かりました。

次、移ります。まず、一括交付金、ソフト交付金

の件についてちょっとお伺いします。

まず、ソフト交付金なんですが、平成30年度、31年

度、令和２年度の予算額の推移についてお答えくだ

さい。

○武田真財政課長 ソフト交付金の予算額の推移に

なりますが、平成30年度が608億円、令和元年度が

561億円、令和２年度が522億円となっております。

○当山勝利委員 ３年で80億円ぐらいですかね、減っ

ているわけなんですけれども、次年度も本年度と比

べて減らされてですね、相当苦労されたと思うんで

すが、このソフト交付金の減になった影響、るる影

響があったと思います。

それと、それに対する総務としての編成方針も御

苦労されたと思うんですが、そこら辺、御答弁いた

だけますか。

○武田真財政課長 御指摘のとおり、予算が減らさ

れるわけですから、編成に当たっては様々なことに

留意しながら予算編成させていただきました。

まず、予算計上に当たってですね、県分から市町

村分への配分に当たっては、市町村のほうの影響を

考慮しまして、いわゆる５対３の後の再配分額とい

うものを昨年よりも５億円増して、34億円市町村に

寄せるような形でまず予算を編成させていただきま

した。

それから、県事業に配分するに当たっては、やっ

ぱり継続事業であるとか―一番分かりやすいのは離

島の交通コストみたいな義務的要素の色彩が強いよ

うな事業については重点的に配分をし、その上で様

々な事業の執行状況であるとか、あと費用対効果の
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高い取組であるとか、そういったものを踏まえまし

て、なるべく県民生活に影響が出ない、さらには事

業効果が発現しやすいようなものに着目をして予算

措置をしたというようなところです。

○当山勝利委員 大変な御苦労もあったと思います

けれども、お疲れさまです。

それとですね、国のほうがやっています沖縄振興

特定事業というのが、次年度55億円というふうになっ

ているわけですよね。説明を見ると、この一括交付

金のソフト交付金を補完することを目的とするとい

う名目で、国が直接市町村に配分する予算だと理解

しているわけなんですけども、これに関して、総務

としてこのソフト交付金を補完するという名目で出

されているわけですよね。私からすると、このソフ

ト交付金って、国から県、県から市町村に行ってい

るものの補完というのがちょっと理解しにくいもん

ですから、どういうことでそういうふうに国はされ

ているのか、じゃあ一括交付金が使いにくいのかと

いうようなことにもなっちゃうんですよね。そこら

辺、どのように捉えていらっしゃるんでしょうか。

○武田真財政課長 推進費のほうがソフト交付金を

補完するという形になってはおりますが、事実上、

国から市町村に直接補助という形になっております。

県としては、これまでもソフト交付金のほうが県と

市町村の事業がお互いに連携しやすいということで、

ソフト交付金の増額を望んできたわけなんですが、

結果として推進費が伸び、ソフト交付金が減らされ

ているという中においても、沖縄の振興という観点

においてはお金が流れるところは一緒ですので、県

と市町村、また国の動きも含めましてですね、お互

いに連携を取りながらやっていきたいというふうに

考えています。

○当山勝利委員 これ、また企画さんとも関係する

らしいので、それはまた企画さんのところでやりま

す。

すみません、行政管理費について伺います。積算

内訳書だと21ページなんですけど、ちょっと今飛ば

せなくてすみません。まず、行政管理費の事業の内

容についてお伺いします。

○森田崇史行政管理課長 行政管理費の概要につい

てお答えいたします。行政管理費については、まず、

細かい内訳としましては、非常勤の報酬、旅費それ

から需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費、

負担金というふうなことになっております。主な経

費については、会計年度任用職員のもの、それから

議事録支援システムの使用料、それから課の運営費

に係る経費についてでございます。

○当山勝利委員 先ほど言われた議事録支援システ

ムとおっしゃっていたものなんですけども、今出て

います使用料、賃借料の中にあるんですが、これは

ライセンスという―この説明お願いしていいですか。

○森田崇史行政管理課長 議事録作成支援システム

につきましては、今年度１月から全庁的に導入して

いるもので、自動で会議等の録音を文字化するシス

テムということになります。

ライセンス料につきましては月額８万5000円掛け

る消費税掛ける12か月というふうな計算でございま

す。

○当山勝利委員 じゃあ本会議のときの質疑の中で、

ＡＩで議事録を作成すると言っていた内容のものは

これということでしょうか。

○森田崇史行政管理課長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

ちなみに、全庁的にということで、機械化するこ

とで例えば今まで出していた予算がありますよね、

外注とかで何とかで。それに比べて、これがこれだ

け安くなったとか、そういうものはありますか。

○森田崇史行政管理課長 本システムにつきまして

は今年１月から、先ほども申し上げましたとおり約

２か月実施されておりますけれども、これまででそ

ういった会議の関係で630時間ほど、そのシステムが

使われているということになります。その効果とい

うものを具体的に数字化するということはまだ現時

点でなかなかできないんですけれども、ただ、実際

に利用した職員からは、実際に議事録を起こすとい

う作業時間が半分以下になったというふうなことを

聞いているところでございます。

○当山勝利委員 ぜひですね、ここら辺は統計を取っ

ていただいて、どれだけ効果があったかということ

はやっていただきたいと思います。

次、移ります。琉球政府文書デジタル・アーカイ

ブズ事業があると思います。これも毎年聞いている

んですけども、まず進捗状況と、それから次年度の

取組について伺います。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業に

つきましては、一括交付金を活用した事業でありま

して、琉球政府文書のデジタル・アーカイブズ推進

事業と、在米沖縄関係資料収集公開事業の２つの事

業からなっております。

１つ目の琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推

進事業につきましては、当初から保管する16万簿冊
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の琉球政府文書のうち、主要な13万簿冊についてデ

ジタル化を行いましてインターネットで公開してい

くというものでございます。令和２年度の実績でご

ざいますけども、１万1000簿冊のデジタル化を行い

まして、１万5000簿冊を新たにインターネットで公

開するということにしております。

それから、在米沖縄関係資料収集公開事業につき

ましては、米国の国立公文書館に貯蔵されている沖

縄関係の写真と動画、４万4700点を収集してインター

ネットで公開するものでございます。

令和２年度は、写真と動画8495点を収集いたしま

して、3800点の資料について今翻訳いたしまして、

目録等の作成を行っているところでございます。

○当山勝利委員 琉球政府文書デジタル・アーカイ

ブのほうなんですけども、全体これだけやるという

見込みがあって、今令和元年度まででどれだけ完成

しているというふうになるんでしょうか。パーセン

トでいいですよ。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

平成33年度までに事業を行っていくわけですけれ

ども、全体経過といたしましてですね、13万簿冊デ

ジタル化する予定でございます。令和２年度１月末

現在でですね、デジタル化簿数は約10万5000簿冊、

80.9％となっております。そのうち、インターネッ

トで公開しているのが３万2400簿冊余り、約25％と

なっております。

○当山勝利委員 そのデジタル化に関してはそれな

りに、あと令和３年までには届くのかなという感じ

はするんですけども、この公開という面で見ると

ちょっと追いつかないのかなと思ったりもするんで

すが、そこら辺はどういう―要するに令和３年まで

を目標としてどういうふうに捉えていらっしゃいま

すでしょうか。

○座安治総務私学課長 この事業につきましては、

令和３年度までで終了する予定となっております。

現在ですね、先ほど申した実績まで上がっていると

ころでございますが、一括交付金を活用できるとい

うことで令和３年までに全数を完成させたいと思っ

ています。今現在ですね、琉球政府デジタル・アー

カイブズ文書は順調に進捗はしておりまして、現在

達成はできる見込みとなっております。

○当山勝利委員 分かりました。ぜひ頑張ってくだ

さい。よろしくお願いします。

知事公室のほうに行きますね。基地対策調査費で

したか、調査対策費でしたか、ちょっと僕忘れまし

たけれども、その中の積算内訳書の18ページなんで

すけども、旅費について有識者の面談と書かれてい

るものがあります。まずこの事業の説明をお願いし

ます。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

基地対策調査費の普通旅費につきましては、有識

者との面談や全国知事会への出席、次年度実施を予

定している地位協定国際シンポジウムの実施に係る

旅費等として、436万3000円を計上しております。そ

のうち有識者との面談に係る旅費につきましては、

地位協定に関する調査に関連して、大学教授等の有

識者から意見聴取を行うため60万7000円を計上して

いるというものでございます。

以上になります。

○当山勝利委員 国際会議とかおっしゃっていまし

たけども、そこら辺の事業内容とかはもう決まって

いますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 同じく基地対策調査

費の中の日米地位協定の改定実現に向けた取組とい

たしまして、これまで各国の地位協定の調査を行っ

ていたんですけれども、それを踏まえてですね、海

外からの有識者を招いた地位協定の国際シンポジウ

ムが開催できないかと考えております。予算的には、

2187万5000円を計上しているところでございます。

以上になります。

○当山勝利委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

それと、委託料の中に他国地位協定の改定の実現

についてというのがありますけども、こちらのほう

の御説明もお願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 日米地位協定改定実

現に向けた取組といたしまして、先ほど御説明しま

した国際シンポジウムに加えまして、地位協定のポー

タルサイトの充実だとかですね、調査として他国地

位協定調査を引き続き行う、あるいは合意議事録等

の合意関係の調査等を行ってまいりたいと考えてお

ります。

以上になります。

○当山勝利委員 ぜひそこら辺は頑張っていただき

たいと思いますが、新聞にもありました韓国の調査

がコロナウイルスのせいで次年度になって、その分

調査のまとめが遅れると思うんですけども、そうい

う今の事業の計画の中にあって、その影響というの

はどうなりますでしょうか。

例えば、国際会議とかも含めてですね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 韓国の調査につきま

しては３月を予定していたところなんですけれども、
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昨今の新型コロナウイルスの関係でちょっと延期を

したところです。ただ、この関係が落ち着きました

ら、先方とのアポ等も結構取れていたもんですから、

できるだけ速やかに調査は実施したいと考えており

ます。次年度の全体的な計画にも影響がないように

やりたいと考えております。

○当山勝利委員 ぜひ頑張ってください。

じゃあもう一つ、首里城復興推進事業について伺

います。

こちらのほうですね、まず、知事公室としてのこ

の事業について、どういうことをされるのか伺いま

す。

○前原正人秘書防災統括監 お答えいたします。

首里城復興に向けては、県では現在有識者懇談会

を設置しておりまして、首里城復興基本方針の策定

に向けて文化財等の復元、収集、伝統技術の活用及

び継承するための取組、首里城周辺地域の段階的な

整備などについて議論をしていただいているところ

でございます。

来年度は、基本方針を実現するための具体的施策

や工程表などを盛り込んだ基本計画を策定するとと

もに、首里城復興に向けて県民の皆様に参加してい

ただくためのシンポジウムや、ワークショップなど

を開催する予定となっております。

○当山勝利委員 ということは、この復興推進事業

の全体的な計画とか、そういう取組という―音頭を

取るのは、こちらのほうでやっていかれるというこ

となんでしょうか。

○前原正人秘書防災統括監 基本方針、基本計画を

知事公室のほうで策定していくということになりま

す。

○当山勝利委員 そうすると、国との話合いも皆さ

んのほうで鋭意取り組んでいかれるということで

しょうか。

○前原正人秘書防災統括監 国との調整につきまし

ては、例えば城郭内の正殿を含む焼失した建物の復

元につきましては、現在、国のほうで美術検討委員

会をつくって検討しています。その中に、県のほう

からも土木建築部長、文化観光スポーツ部長、教育

長が参加しておりまして、県と国の役割分担等も含

めてですね、検討しております。こちらのほうは、

どちらかというと土建部のほうでワーキングチーム

をつくって取りまとめておりまして、私どものとこ

ろは、そのほかの部分といいますかね、文化のこの

基本方針の中には先ほど申し上げた文化財等の復元

収集であるとか、伝統技術の活用及び継承とか、そ

の城郭の外側の首里城周辺地域の段階的な整備とい

うところも、基本方針の中で検討することになって

おりまして、そこの有識者会議には我々のほうが事

務局になって、土木建築部、文化観光スポーツ部と

か、そういう県庁内の部局を入れてやっているとこ

ろでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

いずれにせよ、役割分担でいろいろあると思いま

す。大切な事業だと思いますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

以上で終わります。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

知事公室のほうからお願いしたいと思います。積

算内訳書の31ページ、不発弾処理促進費からお願い

をします。この中で、工事請負費の饒波川の河川敷

の不発弾処理工事というのが計上されているんです

が、この工事の内容をお願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 饒波川の状況なんで

すけれども、このＡ地区からＥ地区まで計画はされ

ているんですけれども、現在遅れがありまして、今

年度そして来年度とも、Ｂ地区についての委託料だっ

たり工事請負費だったりを計上させていただいてい

るところです。

○仲宗根悟委員 工事の内容なんですが、不発弾を

処理するために、前年度は5000万円計上されていて、

今回不発弾を処理するために9000万円のお金が必要

なのかなと。どういった内容で、この額の内容の説

明ですね。

○石川欣吾防災危機管理課長 大変申し訳ありませ

ん。

基本的にはこの河川敷ですので、今やろうとして

いるのは土留めだったり掘削だったりの作業になる

というふうに聞いております。

○仲宗根悟委員 今、土留めだったり、ここに不発

弾というのがあるかもしれないということか。これ

は18節の細節の１、補助金、その中で探査の補助金

というのもありますよね、探査するために使うお金

と。それから、今聞いている9060万円を予算計上し

ている中に探査も含まれているのかどうかですね。

それをひっくるめてこの予算を計上してありますと

いうことなのか、その辺の内容をちょっと聞かせて

くれませんか、簡単に。先ほどから聞いているよう

に、処理するためにこれだけのお金が必要なのかと

思っているもんですから。素朴な疑問。

○石川欣吾防災危機管理課長 工事請負費の分はあ
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くまで工事ですので、探査のほうは別の事業ですね。

補助金のところに書いてあるものですよね。

○仲宗根悟委員 今おっしゃったＡ地区からＥ地区

の間に実際に出た場合の処理費用を前もって予算計

上しましたということでいいのかな。

○石川欣吾防災危機管理課長 確認探査というのが

別にございまして、確認探査のほうは委託料に含ま

れる、13節ですね。

○仲宗根悟委員 それでその13節、おっしゃったよ

うに不発弾の保管借地料というのがありますよね。

300万円近く計上されているんですが、299万5000円。

不発弾の処理の仕方、現地で出た場合に現地で信管

を抜いたり―何ていうのかな、起爆しないような方

法の処理の仕方、あるいは集めて爆破処理という方

法が２種類あると思うんですけど―それ以外にある

んでしたら教えていただきたいんですが、この保管

庫に保管してもらう不発弾というのは、恐らく現場

で信管を抜いたり、起爆できないような状態という

のかな、もう爆発するおそれがあるような分を保管

すると思うんですが、そういった内容なのかな、こ

の保管庫というやつは。どうなんでしょう。

○石川欣吾防災危機管理課長 おっしゃるとおり、

発見されたときには信管が抜けるものは回転させて

抜くだったり、ディアマ処理といって信管だけを破

壊して起爆しないようにするという安全化処理がご

ざいますので、そういう安全化処理をされたものを

保管庫に運んであって、信管が処理できないもの、

これについてはもう仕方がないので―たまにあるん

ですけど、現地爆破処理をする。この場合はもう弾

自体はなくなりますので、これは保管庫に運ばない

ということになります。保管庫に運ばれているもの

というのは、爆発の危険のないものという形になる

かと思っています。

○仲宗根悟委員 読谷村には以前、その不発弾の処

理場というところがあったんですが―爆破処理なん

ですがね。現地でその信管が抜けない状態、また、

爆発するおそれがある、起爆するおそれがある不発

弾が出た場合に、以前のその爆破処理みたいな施設

で県内で行われているのかどうかですね、いかがで

すか。

○石川欣吾防災危機管理課長 県内、私たちが管理

しているというか、県内の場所というわけではない

んですけど、米軍施設内で破壊する場合もあるとい

うふうには聞いております。

○仲宗根悟委員 海上で見つかった場合には、海上

で爆破処理する事例もありますよね。陸上で見つかっ

て、今申し上げたように海上にまず持っていって、

海上でやる、爆破処理するということはあり得ませ

んか。

○石川欣吾防災危機管理課長 陸上で見つかったも

のというのは陸上で処理しますので、水中爆破とい

うものはございません。

○仲宗根悟委員 ちなみに、この保管場所というの

はどちらにあるんですか。米軍施設内とおっしゃっ

ていましたが。

○石川欣吾防災危機管理課長 保管場所そのものは

ですね、県が借用しております。場所は、読谷、石

垣、宮古の３か所にございます。

○仲宗根悟委員 こちらは米軍施設内というわけで

はないんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 嘉手納弾薬庫内の防

衛局の管理のところをお借りしているところです。

○仲宗根悟委員 午前中にもありました、旧軍飛行

場の関連でお願いしたいんですが、次。特定地域特

別振興事業。午前中の花城委員の質疑の中で、令和

２年度の事業は嘉手納も含めての事業だというよう

な内容であったんですが、もう一度確認お願いでき

ませんか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

令和２年度におきましては、まず、那覇市におき

まして実施する大嶺コミュニティーセンター（仮称）

の整備に係る解体工事、あるいは建築工事などに対

する費用への補助、嘉手納町において実施する嘉手

納旧軍飛行場コミュニティセンターの―仮称ですね、

整備に係る基本設計や実施設計などに対する費用へ

の補助を行いたいというふうに考えております。

以上になります。

○仲宗根悟委員 これまで旧軍関係で、９地区でし

たかね、９地主会ですか、解決に至った、それから

今申し上げられたように解決に向かう方向の地主会

が含まれているということで、９地主会のうち、解

決ないし解決に向かっているところが何か所で、残

りの未解決地域は何か所残っているか、去年も聞い

たと思うんですけど忘れたな、ごめんなさい。

○溜政仁参事兼基地対策課長 旧軍飛行場用地問題

関係の地主会は９団体ございます。そのうち４団体

においては、もう既に事業が完了しております。先

ほど御説明しましたけれども、２団体については今

現在実施中ということで、残り３団体。団体的には

旧海軍兵舎跡地地主会―これは宮古島市でございま

す。石垣市の旧日本陸軍白保飛行場旧地主会と旧日

本海軍平得飛行場地主会については、事業実施に至っ
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ていないという状況でございます。

○仲宗根悟委員 この事業実施に当たって、期限を

決めて事業を進めてきたと思うんですが、延長もし

ながらいろいろ未解決なところについては解決に向

かって交渉していくという内容だったと思うんです

けれども、この残った３団体についての残った期限

というんでしょうか、見通しとして、今県の感触と

いいましょうかね、どのような交渉の当たり方です

とか解決に向けての見通しというんでしょうかね、

どうなんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成30年２月の県市

町村連絡調整会議というのがございまして、その中

で令和元年度中の事業着手、令和３年度までの事業

完了が確認されているところです。県としましては、

これまで宮古島市と石垣市を通して残された３つの

地主会とのヒアリング、状況等を確認しているんで

すけれども、まず宮古島市につきましては、市が地

主会に接触したところ、個人補償を求める状況は変

わらないと。また、地主会メンバーの居住地が離れ

離れになっているので、団体方式にメリットを感じ

ないという反応があったと聞いております。現在に

おいても、地主会そのものとしての活動が見られず、

構成員に所在不明の者がいるなど、事業実施が難し

い状況になっております。石垣市における白保、平

得両地主会についても、現在会としての活動が見ら

れず、市が構成員に接触したところ、個人補償の考

えが変わっていないということであり、こちらのほ

うもちょっと事業実施が難しいという状況でござい

ます。

以上です。

○仲宗根悟委員 この事業がスタート―2008年でし

たっけね、そのときの当時の石垣市長のコメントは、

解決方法としては一番手っ取り早いのは市に払い下

げてくれでしたかな、あれが一番手っ取り早いのか

なというふうな内容が載っていたと思うんですが、

それも含めての解決方法というのは、皆さんお考え

はないんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 特定地域特別振興事

業、原則としましては、何というんですか、団体方

式といいますかそれですので、払下げとか個人補償

というのは対象にはならないということでこれまで

も進んでおりますので、ちょっとそこは難しいのか

なと。

○仲宗根悟委員 協議会の中で確認した団体方式で

もって、今後も粘り強く交渉していくというような

方法でしかないのかな。

○溜政仁参事兼基地対策課長 先ほど来説明させて

いただいているとおり、県市町村連絡調整会議にお

きましては、令和元年度中の事業着手で、令和３年

度までの事業完了ということが確認されております

ので、今後例えば、両市から何かしらありましたら、

そこら辺も踏まえまして検討するということになる

かと思います。

○仲宗根悟委員 分かりました。

じゃあ最後に、公安のほうお願いしたいんですけ

れども。先ほど来、国境警備隊の件が出ていますけ

れども、非常に気になるのは、国内で初めて組織さ

れる部隊だということを伺いました。それで、議案

説明の中でもありましたけども、いろいろな急峻な

地形ですとか、それに合わせたような特殊な任務を

持った部隊の形成だというふうに伺いました。それ

で、実際に沖縄県警に配備されるこの部隊が、日頃

の訓練場というんでしょうかね、訓練されるこの場

所というのは県内のどこかでやらんといけないだろ

うと思うんですが、この場所についての確保は、も

うめどはついているんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

国境離島警備隊につきましては、県内の警察の訓

練施設、あるいは必要に応じて他県警察の訓練施設

などを利用して訓練を行っていく、他県の訓練施設

なども利用しつつ訓練を行っていく予定でございま

す。

○仲宗根悟委員 例えば、自衛隊が今訓練している

場所ですとか、あるいは米軍が使用している米軍施

設内の訓練所ですとかですね、そういった訓練場も

お願いすれば使えるのかなというふうな気もしない

でもないんですが、そういった形は取るおつもりは

ないですか。

○岡本慎一郎警務部長 先ほどお答えしましたとお

り、基本的には県警察の訓練施設、あるいは必要に

応じて他県警察の訓練施設などを利用することにな

るかと思います。

○仲宗根悟委員 現在県内にある米軍施設訓練場内

での訓練というのは、考えていないということでよ

ろしいでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 米軍施設で訓練するような

ことは想定しておりません。

○仲宗根悟委員 了解しました。

あともう一つは、もう一度警務のほうに。来年

2021年で警察署協議会というのが各署に設置されて

からもう20年を迎えるのかな、2001年から発足され

たというふうに思っているんです。その設置された
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背景は、警察改革が一番大きな理由だったのかなと

記憶しているのですが、この風通しのいい警察署の

在り方、警察の在り方、それから地域住民の声を広

く聞くっていうんでしょうかね、組織改革だと思う

んですよ。これまで交通安全協会ですとか防犯協会

等、地域との関わりをこの２団体が主な役割をして

いたと思うんですが、加えて2001年からこの警察署

協議会という協会が発足してですね、この協議会そ

のものの皆さんとの当初の目的がずっとかなってい

るのかですね、この成果ですとか、いろいろ20年近

くなった状況、どういうことが成果として挙げられ

るのかですね、ちょっとお聞きしたいんですが。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

今、委員御指摘のありました警察署協議会は、平

成12年の警察法の一部改正によって設置されたもの

でありまして、警察の業務運営に地域住民の方々の

意向を反映させるため、警察署長が管轄区域内にお

ける安全に関する問題について地域住民の代表とな

る方々に諮問し、あるいは意見要望などをお聞きす

るための機関であります。これまで、警察署区域か

らの意見ですとか提言に基づいて、警察署の活動に

反映した取組としましては、例えば適正維持に関す

る取組ですとか、あるいは子供たちの通学路の安全

に対する取組ですとか、交通事故防止への取組、暴

力団排除運動への取組がございまして、様々な取組

がなされてきたところでございます。また、警察署

協議会自らが、犯罪予防の観点から繁華街における

防犯カメラの設置を自治体の首長に要請してこれを

実現した事例もあるなど、大きな効果を上げている

というふうに考えているところでございます。

○仲宗根悟委員 今の効果、いろいろ反映された事

例いただきましたけれども、私自身もですね、先ほ

ど申し上げた２団体とは別に新しく組織された協議

会の中から、実は読谷村残波岬一帯に車上荒らしが

非常に多く発生していて、レンタカーの被害が相当

あるんだというふうなお話で、そこから警察署協議

会を通じて行政のほうに看板の設置、あるいは防災

無線を通じての注意喚起を促すような放送をしてく

れと要望しましたら、相当激減してきたというよう

なお話を伺いました。そこでですね、地域安全部長

のほうに聞きたいんですが、警察署協議会からの反

映もあるとは思うんですが、その辺の評価というん

でしょうかね、犯罪が減ってきた評価、警察署協議

会との関連というんでしょうかね、どういったもの

が挙げられるでしょうかね。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

平成14年、刑法犯の認知件数が２万5647件と復帰

後最多を記録したことから、沖縄県においては、平

成16年４月にちゅらうちなー安全なまちづくり条例

を施行するなど、犯罪のない安全・安心な沖縄県を

実現するため、県、市町村、事業者及び県民と協力

して、ちゅらさん運動などの犯罪抑止活動に取り組

んでおります。また、犯罪抑止対策として、県警察

の総力を挙げて防犯対策、検挙対策に取り組む安全

なまちづくり総合対策を強力に推進した結果、令和

元年の刑法犯認知件数は平成14年と比較して約74.

6％減少、6514件となり、平成15年以降17年連続で減

少しています。

署協議会等からいろんな御意見等がありますけれ

ど、そういった意見については真摯に受け止めて、

引き続き各署とか防犯ボランティア、様々な団体と

も連携しながら、犯罪の抑止、減少にしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○仲宗根悟委員 分かりました。

以上です。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。

私のほうはですね、令和２年度当初予算（案）説

明書のほうから質疑をさせていただきます。まず、

11ページのほうですね、知事公室の４番ですね、ワ

シントン駐在員の活動費に関してからですけれども、

今回ですね、158万円等の増額によって連邦議員の招

聘等も考えているということで、これは前回から提

案させていただいて、沖縄の問題を解決するために

は私たちが行くだけではなくて、どうしても沖縄県

に来ていただいて、沖縄県の現状を見ていただいた

方々が今一生懸命頑張っていると。ＰＦＯＳの問題

もジュゴン、自然環境の問題も、女性の問題も頑張っ

ているということで、ぜひ招聘していただきたいと

いうことで提案をさせていただきましたけども、そ

の今回の予算でこの招聘がかなうのかどうかお伺い

します。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

連邦議会関係の正式な国外出張は、米国政府が認

める米国議会公式派遣団というのが、いわゆるＣＯ

ＤＥＬと呼ばれているものがございます。そして、

連邦政府の財源が充てられるものが通例とされてお

り、その一環として実施される訪日出張の行程に、

沖縄を盛り込んでいただく必要があると考えており

ます。県としましては、沖縄への招聘の実現に向け、

ワシントン駐在と連邦議会関係者との面談、あるい
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は知事訪米の際の連邦議会議員との面談を通じた働

きかけを行ってまいりたいと考えております。

以上になります。

○新垣光栄委員 ぜひですね、この連邦議会の承認

を得ないとできないということではなくて、日本政

府もしっかり日本政府の予算で招聘を行って日本を

見てもらう、理解していただくという事業をやって

いるわけです。そして、その中で、連邦議員に限ら

ずですね、等ということで様々な運動をなさってい

る団体を招聘することによって、沖縄を理解して向

こうでロビー活動の強力な後押し、バックアップに

もなるということで、先ほど宮城一郎委員からもあ

りましたように、問題点はフォローアップができて

いない、意見交換の継続ができていないところに、

この事業の大きなですね、最大限の効果が出ないの

はその辺だということを、皆行った方々は認識する

と思うんですよ。それが何か提案してもですね、連

邦議員のそういう招聘はやっていきたいと言うんで

すけど、実際進んでいないような気がしますので、

連邦議員に限らず様々な沖縄県のバックアップをし

ている方々って本当にたくさんいて、この方々の後

押しで私たちもいろんな方々にお会いできました。

そういうのをぜひ進めていただきたいんですけれど

も、もう一度その辺をしっかりやっていくという意

気込みを示してほしいです。

○溜政仁参事兼基地対策課長 連邦議員が自治体を

含む外国政府から旅費負担を受けようとする場合は、

ちょっと米国のほうの法律で、外国贈答品及び装飾

法というのがありまして、それの承認が必要という

ことのようでございます。しかしながら、連邦議会

の倫理委員会というのがございまして、その規定に

よると、同法では議員や職員は米国から外国への往

路及び外国から米国への帰路の費用の負担を受けて

はならないと定めており、米連邦議会議員の米国か

ら沖縄への招聘旅行をこちらが負担して実施という

のは、ちょっと難しいのかなと考えております。で

すので、今回はその費用の計上というよりは、先ほ

ど申しましたように、米国議会の公式派遣団等が沖

縄に行くよう訪日日程の行程に盛り込んでいただく

ことなどをですね、ワシントン事務所あるいは県知

事自らが要請していくということを今以上に働きか

けていくということになるかなと思っております。

○新垣光栄委員 私たちは議員には固執していない

ですよ、それで等になるんですよ。様々な団体も含

めて考えてくださいというんです。部長、この辺ど

うですか。

○池田竹州知事公室長 日米地位協定の問題あるい

は辺野古の問題などについて、当事者である米国に

しっかり理解してもらうことは非常に重要だと思っ

ています。例えば、新年度予算で審議をお願いして

いるものには、次年度、地位協定のシンポジウムな

どもあって、それは海外からの有識者を呼ぶような

取組もしています。そういったものを含めてですね、

なるべくこの沖縄の状況を知ってもらうような形で

取り組んでいきたいと思います。

○新垣光栄委員 やはり、沖縄の現状を知ってもら

うことで理解して後押しになってくれると思います

ので、ぜひですね、その辺は進めていただきたいと、

よろしくお願いいたします。

次に、９番ですね。首里城の復興の推進事業に関

してですけれども、先ほども土木部と公室との役割

分担の件に関して説明を受けましたけれども、私と

してはですね、所有権は沖縄県のものだと。沖縄県

が再建して、しっかり所有権も主張すべきだという

考えであります。その中で、もう国が進めていくと

いう感じの方針が出ているんですけども、まだまだ

私は諦めていなくてですね、しっかり沖縄県が、こ

の思いがあるわけですから、沖縄県が首里城を復元

して、再建して、所有権も堂々と主張する。国が復

元して、所有権を沖縄県にくれというのは言えない

と思うんですね。それでですね、所有権の今までの

変遷というのを、簡単にでいいんですけども説明で

きませんか。

○前原正人秘書防災統括監 内閣府沖縄総合事務局

の事業概要によりますと、昭和52年から琉球大学の

移転開始に伴い跡地利用が計画される中で、第２次

沖縄振興開発計画において、首里城一帯の整備が提

言され、昭和61年には首里城公園区域内のうち、城

郭内を沖縄復帰を記念する国の都市公園整備事業で

復元整備することが閣議決定されたと記載されてお

ります。以上の経緯で、国営公園となったと理解し

ております。

○新垣光栄委員 これは所有権のですね―これは沖

縄県は国に無償で提供しているのか。そのフィーは

あったのかです。その辺までお願いします。

○前原正人秘書防災統括監 そのあたりについてで

すね、ちょっと私どものほうで細かいこの経緯とい

うのは今ないんですけれども、首里城については、

例えば手元にある資料としては、首里城復元期成会

というところが編集しました「甦る首里城：歴史と

復元」という本がございまして、その中では、例え

ば1879年に廃藩置県により首里城が明治政府の手で
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強制的に接収されたでありますとか、その後、廃藩

置県後首里城内に熊本鎮台沖縄分遣隊が駐留し、地

域は陸軍省の管轄になったでありますとか、その後、

1903年に首里区長が、首里城の建物一切を無償で払

い下げるように陸軍省に願い出たとかですね。その

後、いろいろあったようですけれども、1909年、首

里区長が首里城を学校、図書館、物産陳列場等の公

共施設の敷地として区民の偕楽の公園として永遠に

保存したい意図から払下げを請願し、その請願が許

されて有償で払い下げられるようになったと。その

後、太平洋戦争で廃墟と化した首里城跡に琉球大学

が創設され、首里市は首里城域の私有地を琉球大学

に無償譲渡したと。その後、日本復帰の時点で琉大

が国立大学となり、それに伴い首里城域の大半を占

める旧首里私有地、円覚寺跡、ハンタン山などは自

動的に国有地になったと。そういう経緯が書かれて

います。ただ、これについては県が正式にですね、

ちょっと調べた経緯がないものですから、このあた

りについては、来年度の基本計画の中で、また再度、

整理させていただければと思っております。

○新垣光栄委員 そういう背景からしてもですね、

首里城の所有権を沖縄県は堂々と主張できると思っ

ていますので、ぜひですね、沖縄県の心のよりどこ

ろと、シンボルというんであれば、しっかりその辺

まで含めて所有権まで含めてやっていただきたいと

思います。

それでですね、今首里城と熊本城の再建ですね。

熊本は熊本市のですよね。その辺の違い、交付金の

措置等の違い等もあると思うんですけども、復元の

仕方もあると思うんですけども、その辺の説明、違

いの説明をお願いいたします。

○前原正人秘書防災統括監 首里城正殿等につきま

しては、国営公園事業で国が責任を持って取り組む

ということになっております。それに対しまして、

熊本城は今御指摘ありましたように、熊本市の公園

区域の施設でございまして、熊本城を所有する熊本

市が公園事業として復旧に当たっております。補助

金の裏負担に寄附金を充当していると聞いておりま

す。

以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ、裏負担すれば補助金等でで

すね、私は沖縄県でも再建できると思っています。

これだけの基金が集まる中、そして保険金が70億円

近くある中、100億円の裏負担があるわけですよ。そ

うすると、500億円ぐらいの予算規模でですね、一気

に首里城を復元できると思いますので、その辺も公

室のほうでしっかり考えていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。答弁はよろしい

です。

次、移ります。総務部のほうですね。12ページの11で

すね。

私立学校の通学費の負担軽減に関して、先ほどの

説明を聞いている中で、今、私立のほうは総務の私

学課、そして公立のほうは教育委員会というふうに、

本当にもう１つの事業に対して―これだけ人が少な

いという中でですね、統括してやればもっとスムー

ズに効率よく進むのに、調整をしないといけないと

いう、本当に不合理なことをやっているなと思いま

す。そこでですね、どのような課とどのように調整

をしているのか、お伺いいたします。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校通学負担軽減事業、私立高等学校に在籍

する生徒のバス通学費を支援するというものでござ

いますけれども、支援の実施に当たって検討を進め

ることについては、公立学校に比べまして生徒の居

住地が広範囲にわたっていることとか、あと、学校

でおのおのスクールバスを運行していること、それ

で生徒の送迎を行っているという、各学校によって

かなり公立学校とは実情が違っているというところ

がございます。それで、私立学校を所管している総

務部のほうで事業を実施することが望ましいという

ことで、私たちのほうでやっているところでござい

ます。当然ながら、支援の実施に当たりましてはで

すね、これまでも教育委員会とそれぞれ綿密に打合

わせをしながら進めているところでありまして、今

後とも、関係部局と連携を密にして取り組んでまい

りたいと考えております。

○新垣光栄委員 このようにですね、やっぱり答弁

も何か分からない答弁になってしまうんですよ。そ

れよりはですね、私もこの高校生の通学費の無料化

というのは、もう必要だということで推し進めてき

た件もありましてですね、本当はフリーパスにした

いんですよ。それを何で総務課がやる、教育委員会

が難儀しないといけないのと。企画部でバス事業を

やっているんですから、一括して任せてしまえば効

率よく―本当の意味での貧困対策、それとプラス交

通渋滞対策も踏まえてできるんではないかなと。１つ

の事業を３つの部署に分けたり、そういうのは効率

が悪いと思いますので、改めて10月実施と言ってい

るんですけれども、もう一度練り直してもいいので

はないかなと思っていますけども、どうでしょうか。

○座安治総務私学課長 先ほどもお答えいたしまし
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たが、学校の実情に応じてきめ細やかな支援策―細

かいところは先ほど申したように、実施の方法など

によっては検討中のところはまだ多々ございますけ

れども、やっぱり公立、私立の違いとかがありまし

て、それぞれ違うところがあるんですけれど、ほと

んど一緒に教育委員会と、実質的に事業者さんとか

あるいはＩＣカードの会社さんとはもう打合わせを

しているところでございまして、連携が取れていな

いとかそういうところではございませんので、密に

連携を取って、当然中身がかなり近いものですから、

それぞれでやっぱり責任を持って自分の担当のとこ

ろはやった上でですね、業務の効率化は当然ながら

一緒になってやっていきたいというふうに考えてい

ます。

○新垣光栄委員 ぜひですね、こういう打合せをや

らなくてもいいようにですね、１つの部署でできる

わけですよ。それを企画部のほうでやってもらうと

いう提案、話合いをやっていただきたいと思います。

続きまして、12ページの16番、公共施設のマネジ

メント推進事業についてお伺いいたします。現状の

進捗状況を聞かせてください。

○浦崎康隆管財課長 県では、令和２年度中をめど

に全ての公共施設の個別施設計画の策定を進めてお

ります。各部局において所管する施設の累計ごとに

現在策定を進めておりますが、インフラについては

おおむね順調にいっております。ただ、県立学校と

か病院、警察関係の施設規模、建物が多い公共施設

建築物については、策定に時間を要している状況で

す。総務部では、各部局からの相談や技術支援など

必要なフォローアップを実施しており、引き続き計

画の進捗管理を所管部局と連携しながら推進してい

きたいと考えております。

○新垣光栄委員 令和２年度、今年でしっかり方針

とか状況を把握して、来年度からはもう進めていく

という考えでよろしいんですか。

○浦崎康隆管財課長 個別施設計画の策定につきま

しては、もう既に今年度も着手しておりますけれど

も、令和２年というのが一つの目標になっておりま

すので、今申し上げましたとおり、進捗もなかなか

今進んでいない状況でありますけれども、引き続き

各部局と連携しながら推進していきたいと考えてい

ます。

○新垣光栄委員 今個別的にやっていただいている

のはいいんです。これを統括して、基本的な方向性

とか技術的な指導要綱というのはもうまとまってき

ているんでしょうか。

○浦崎康隆管財課長 平成28年度に、沖縄県の公共

施設等総合管理計画というのを策定しております。

それに基づいて、今各部局で各施設ごとに個別施設

計画の策定を進めているところですけども、令和２年

度を目途に個別施設計画の策定が進んだ後は、これ

をまた現在の総合管理計画にフィードバックしなが

ら、今後ＰＤＣＡを用いて継続的な見直し、改定等

を進めていきたいと考えています。

○新垣光栄委員 ぜひですね、今、総合的な見直し

の方針が重要になると思います。私たち沖縄県議会

が見ても、エレベータの補修、そして電光掲示板の

表示灯ですね、今空調をやっているのか分からない

んですけども、本当にこれが実際、効率的、能率的

にやられているのかというのが、もう本当に疑問で

しかないんですよ。そういうことがですね、全庁的

に行われると、幾らお金があっても足りないし、予

算規模が膨らむばかりだと思っていますので、しっ

かりその辺を、今後の公共施設をマネジメントして

いく上では重要だと思っていますので、しっかりそ

の辺はやっていただきたいんですけど、どうでしょ

うか。

○浦崎康隆管財課長 繰り返しになりますけれど、

現在、個別施設計画の策定に鋭意取り組んでいると

ころです。令和２年度、次年度につきましては、策

定に係る予算についても各部局で予算計上していた

だいていると聞いておりますので、先ほど申し上げ

た大規模な県立学校とか病院等の大きな計画、それ

以外にも策定作業中の計画がそれぞれありますので、

我々としましては、引き続き進捗管理しながら部局

と連携してフォローアップしながら進めてまいりた

いと考えています。

○新垣光栄委員 それでは別の角度からですが、技

術者というのは土木の技術者だったり建築の技術者

だったり、そういう技術者というのは足りているの

か。私は個人的に今、減らされている状況にあるの

ではないかと思っているんですけど、どうでしょう

か。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から土木建築部の中で

も技術者が足りない状況があるのではない

かとの指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

茂太強人事課長。

○茂太強人事課長 今人事の採用とか含めましてで

すね、例えば、県職員の採用で技術職―土木建築部

あるいは農林水産部含めてなんですけども、技術職
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はなかなか採用募集をしても来ないという状況がご

ざいます。民間に流れていったりとか、あるいは市

町村に流れていったり、そういった状況もあります。

さらにまた含めて言えば、現在県職員として採用さ

れている方でも、辞めて移ってしまうという状況も

あります。そういった意味で言えば、全体的に少な

くなっているという現状があります。

○新垣光栄委員 やはりですね、専門的な知識を持っ

た方々が減るとですね―医療現場でもそうだと思う

んですけども、やはり専門職を育てるという気概が

ないとそういうマネジメントもできないと思ってい

ますし、全庁的に専門家、専門職の部分を今後しっ

かりと確保していかないと、全ての項目で活用でき

るというのではなくて、特化した専門性を持った技

術者の皆さんの育成と採用が、今後そういうマネジ

メントしていく上で重要だと思っていますので、そ

の辺の採用計画、そしてそういう育成計画というの

はどのように考えておりますか、総務部長。

○茂太強人事課長 今、現状を先ほど申しましたけ

ども、我々もただ待っているだけではなくてですね、

例えば、大学等に出向いていきまして、そこでリク

ルートというか我々のほうからも事業説明してあげ

たり、いわゆる県庁職員としての魅力を、どういっ

たものがあるんだよということでお知らせする機会

も設けていまして、さらに１次試験に受かった方に

も、例えば各職場を回っていただいて、先輩方から

いろいろ教えてもらうという魅力をですね、今後も

発信していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 提案なんですけども、会計であれ

ば税理士取ったとか、技術であれば建築士取ったと

か、またいろんな専門職が自分で頑張って取ってい

ただいたら給料体制を変えていただくとかですね、

やっぱりアップしないと誰も働かないですし、意識

も向上しないと思いますので。民間の企業であれば

ですね、１級建築士を取ったら10万円給料を上げよ

うねという人、あるわけですよね。これが公務員に

はないわけですよ。そういう、やってもらうような

気概もほしいと思っていますので、よろしくお願い

します。

○金城弘昌総務部長 給料どうという話でありまし

たが、給料のほうは人事委員会の給与勧告という制

度がありますので、そこでしっかりやるということ

ですけれど、ただ、先ほど人事課長からございまし

たように、人材確保のためには、やはり県の魅力を

いかに県を受ける受験生に知ってもらうかというこ

とだと思いますので、そこはしっかり今後ともやっ

ていきたいと思います。

以上です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時43分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

玉城満委員。

○玉城満委員 今日、新型コロナウイルス感染症等

に対する緊急対策というのが出たので、少しばかり

ですね、意見をお伺いしたいんですけど、総務部長

に。

これ、いろんな対象企業とかもう克明に書かれて

いるんだけれど、今回に限りですね、これはもう対

象企業を限定しないで、その影響を受けた企業全部

に対する―やっぱり誰一人残さないという知事の精

神を生かすように、影響を受けたというところを本

当に助成していただきたいという思いがあるわけで

すね。その辺、この中に入っていないから皆さんの

ところは駄目ですよというふうに、ないようにして

いただきたい。だから徹底的に調査していただきた

いと思うんですよ。その辺どうですか。

○金城弘昌総務部長 企業向けというか、それにつ

いては商工労働部が中心になってやっているところ

でございますけど、当然のことながら商工会などと

も連携を取りながら、いろんな相談ですとか、いわ

ゆるお話が来た場合には聞くということでですね、

それの一つとして、今県単融資のセーフティーネッ

トのものもやっております。それも、いろんな声を

聞きながら取組を進めていくこととしていますので、

この企業はいいとか、この企業は駄目とかというこ

とではなくてですね、もう県内の企業にはこういっ

た制度もありますよということと、お困りのところ

があったらどういうところがありますかというもの

もきちんとキャッチしていこうということで考えて

いますので、そこはいろんな県の窓口もございます

けど、商工会だったりとか、そういうところの窓口

も活用してですね、取組を進めていきたいというふ

うに思っています。

○玉城満委員 要は、やっぱり今回のコロナウイル

スショックでですね、かなり県経済が秒読みに入っ

ているわけですね。だから、それを徹底的に調査し

て、やっぱりこれを一つの見本にしたほうがいいと

思います。観光危機対策というのが平成27年に組ま

れているけれども、観光だけの話になってしまって

いて、ほかが関わっていないという感じがするんで
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すね。もうこれだけインバウンド相手にね、インバ

ウンド型の経済になってしまったという、これはも

う本当に象徴になってしまっているようなショック

なので、やはりこの辺もう少し内需型の経済をです

ね、県が主導してやっぱりやっていく、それを見直

すいいチャンスではないかなという気もしておりま

すんでね、ぜひそれを取り組んでいただきたいなと

思います。

それとですね、総務部長、これは私学の担当だと

思いますけど、かつて私学は、例えば県が耐震であ

るとか改築であるとか、そういうものでたしか補助

していたはずなんですよね。これちょっと見たら、

どこに属しているのかちょっと分からないんですね。

これは、もう今事業はなくなってしまっているんで

すか、このハード。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校施設改築促進事業といたしまして、今で

も継続しております。県では、私立学校の安心・安

全な教育環境の整備を図るために、老朽化した施設

の改築に係る経費について補助をやっているところ

でございます。平成24年度から30年度までに、６つ

の学校法人のうち４法人に対して３億9000万円ほど

補助したところでございます。

○玉城満委員 現在も進行中というふうに考えてい

いわけですね。

○座安治総務私学課長 そうでございます。

令和３年度まで継続という制度でございます。

○玉城満委員 分かりました。

私学をですね、やっぱり多分この総務委員会で私

学を支援するということでかなりいろんな助成を提

案してきているかと思いますので、それはもう継続

していただきたいなと思っております。

それからですね、次は知事公室なんですけど、不

発弾に関してはもうほとんど質問が出たので不発弾

の件はいいんですが、情報発信等に関する経費とい

うことで、基地対策調査費ってあるじゃないですか、

３番ですね。これ、どういう情報発信をしているん

ですか。具体的に教えていただきたい。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県におきましては、これまで沖縄の米軍基地問題

に対する理解を全国に広げるために、全国知事会に

おける情報発信、あるいは沖縄の米軍基地負担の実

情を分かりやすくまとめたＱ＆Ａパンフレットの作

成、他国地位協定の調査、トークキャラバンの実施

等に取り組んでいるところでございます。次年度に

おきましても、県が実施している他国調査の結果や

日米地位協定の問題点を、日本国民全体で共有する

ための海外有識者等を招いたシンポジウムの開催や、

全国知事会等との連携強化等により沖縄の米軍基地

問題に関する情報発信を強化してまいりたいという

ふうに考えております。

以上になります。

○玉城満委員 これですね、毎年やっぱりそういう

発信事業をやられているかと思うんですが、効果と

していかがなものかと僕は感じているんですね。何

かというと、いまだにやっぱり本土にいる皆さんが

共有できているのかと。こういう沖縄の状況を。や

はり、もう少し一歩踏み込んだ情報発信っていうの

をやっていかんといけないんじゃないかなと思うん

ですよ。例えば、放送局に自分たちのプロモーショ

ンをしっかり送って、資料も提供して、事あるごと

にそのことに関してのですね、朝まで生テレビとか

ああいう類いのいろんな討論番組があるじゃないで

すか。最近はネットでもこういう討論番組がたくさ

んあるんですね。そういうところにどんどんアプロー

チしていって、やはり今本土の皆さんが体感できる

ような、そういう情報発信に変えたほうが僕はいい

と思っているんですよ。これをつくったから情報発

信になっていますではなくて、もう少しやっぱり突っ

込んでいかないといけないと思うんですね。公室長、

どうですか。

○池田竹州知事公室長 基地問題の情報発信につき

ましては、やはり本土側の受け止めと沖縄県民の

ギャップは、私もあると感じています。特にトーク

キャラバンについて、知事と一緒に行ったときに、

終わった後のアンケートとかを見ていると、Ｑ＆Ａ

も配っているんですけども、そういった基本的なと

ころがやはり県外の人は分からないというのが非常

に多いなというのは感じています。知事がトークキャ

ラバン、今年度は４都市回ったんですが、そのうち

半分以上で地元の放送局での生放送に出演したりと

かですね、あと、県の広報課として、インターネッ

ト放送局あたりからの取材申込みもございます。可

能な限りそういったところも応えるような形で、い

ろんなチャンネルを通して情報発信をしていきたい

と思っております。

○玉城満委員 これ、どういうふうにしてやるかと

いうとですね、そういう番組の専門家がいるんです

よ。ああいう情報番組があってね、そこに持ってい

きましょうかというそういうアドバイザーの皆さん、

そういう人というのは知事公室の中におられるんで

すか。
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○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から情報発信の仕方に

関するコーディネーターのような人がいる

のかとの確認があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 そういう専門職、例えばマ

スコミや広告会社に勤務されていたというような方

が、一時期、政策参与でいらっしゃったこともある

んですけども、現在は職員としてはいない状況です。

現在、県の広報戦略―主に広報課と参与を中心にで

すね、いろいろな情報を集めながらやっているとこ

ろでございます。

○玉城満委員 もう少しね、積極的にやはりこの沖

縄の状況を本土の皆さんに見ていただくという、そ

ういう戦術をですね、もう少し詰めていただきたい

なと思っております。これはもう要望ですから、ぜ

ひ頑張っていただきたいなと思います。

最後にですね、公安委員会なんですが、先ほどの

質疑にもあったように、宮城委員からの話もござい

ましたけども、例の準暴力団、半グレについてなん

ですけど、例えば、今観光地に結構やっぱり移住さ

れている方、ヤマトのほうから移住されてそこで商

売をしていると。その準暴力団系のですね、やはり

サービス産業であるとか、そういうものが結構離島

のほうに行っているというのも耳に入っているんで

すね。その辺は、県警当局のほうではちゃんと認識

しておられますか。

○島袋令刑事部長 お答えいたします。

委員御指摘の件に関しては、県警としても十分認

識しているところでありまして、昨年も八重山警察

署のほうにおいてはですね、地域住民、それから自

衛隊とも取り組んでですね、排除のためのそういう

取組をしております。県警本部としてもそれを把握

しており、その一連の流れの中で、今回の先島、宮

古、八重山地区においての組織を立ち上げたという

ところでございます。

○玉城満委員 例えばですね、観光客がやはり離島

の魅力で行くわけですよ。そして繁華街へ行くとで

すね、そこで過剰請求というか結局ぼられたりする

という。それも半端なぼられ方じゃなくて、例えば

ヤマトのもう本当にね、新宿あたりの暴力バーみた

いな、そういうふうなもう恐ろしいぼられ方を我が

沖縄県の観光地である八重山でやられているという、

これ現実だと思うんですよね。そんなときに、やは

りもうリピーターにはならんぞと、もう向こうは大

変だぞと、こういう口コミが進む前にね、この辺徹

底的にやはりやっていただきたいなと思っておりま

す。今後ですね、今、暴対法という国のそういう法

律があるんですけども、この準暴力団に対する、い

わゆる半グレに対するそういう法整備みたいなもの

は、国の流れの中でできそうなんですかね、どうで

すか。

○島袋令刑事部長 法の制定に関しては、現在私の

ほうでコメントをする立場にございませんけども、

そもそも暴対法が成立するに当たっても、これはい

わゆる山口組の跡目相続の中で、全国各地で一般人

を巻き込んでの抗争、死亡事故、殺人事件も多発し

たという状況の中で、国会のほうでもその議論がさ

れておりました。ただ、それが憲法上は問題がある

んじゃないかということで成立が滞っている中で、

沖縄県においても旭琉会の分裂抗争が発生して、高

校生、それから警察官２人が亡くなるというような

事態を受けてですね、そういう状況があってどうに

か暴対法ができたというような経緯もございます。

そういう状況からするとですね、警察のほうで準暴

力団と言っていますけれども、これはあくまでも警

察が取締りをする上でそういう暴力団ではない、明

確な組織性はない、構成員もときによって変わって

くるというようなつかみどころがないようなグルー

プをですね、準暴力団という形でいわゆる取締り対

象として一応は定義づけをして、今まさに様々な法

律を適用して検挙しながら、実態把握をしようとい

うような現状であります。そういうところなので、

法整備に関しては、我々一県警察としてどうこうと

いう話ではありませんけれども、委員が話されたよ

うに、地域のほうではこのような状況があるという

事情を踏まえてですね、県警としてはしっかり組織

的に対応していきたいというふうに考えております。

○玉城満委員 ぜひこれはもう頑張っていただきた

いなと思っております。

以上です。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

私のほうからも、コロナウイルスに対する対策か

らお聞かせください。先週、会派としても知事に申

入れを行いましたが、今日の午後の緊急対策でもそ

こが盛り込まれていると思います。やはりこの予算

措置、財源が伴うと思いますので、この予算措置の

考え方ですね、もうこれは臨時議会開いてでもしっ

かりと対応すべきだというのは、会派の違いを超え

た議会の思いになると思いますので、ちょっとそこ
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をまず確認させてください。

○金城弘昌総務部長 緊急対策の関係で今お手元に

ありますけれど、予算措置の方針というのが打ち出

されていまして、ちょっと読み上げる形で御案内し

ますけど、本緊急対策に基づき感染症対策を徹底し、

補正も含めた予算措置による万全な対策を講じると

いうことで、今回県民向けから企業・生産者向け、

また県内経済・観光等需要回復に向けた長・中期対

策等々ございます。この対策を講じるために必要な

ものはですね、既決の予算もしっかり活用しつつ、

当然のことながら補正予算もということで取組は進

めていきたいというふうに考えています。

以上です。

○比嘉瑞己委員 しっかり対応していただきたいと

思います。

それとですね、たくさんメニューが発表されまし

たけれども、政府のほうからは、今現時点でこういっ

たメニューがあるんだよということは、県に届いて

いるんですか。もし届いているんであればですね、

しっかりと県民に情報を出していくべきだと思うん

です。この情報の公開の在り方を含めて、どういっ

た立場ですか。

○池田竹州知事公室長 各省庁としてですね、それ

ぞれの部局―例えば経済対策であれば商工労働部と

かに届いて、そこを通して、例えば商工会とか商工

会議所を通して情報の提供は基本的にされていると

思います。今回この緊急対策で、いわば今まである

程度部局単位といいますか、そういったところでやっ

ていたものを総括して、県としても今後きちんと情

報発信も含めて、改めて全庁的な対応強化をしてい

きたいという形でやっているところです。その点に

ついては、引き続き県民の方々にも分かりやすい形

で、特に経済への影響とかがだんだん深刻になって

くる可能性もありますので、きちっと部局間連携し

て対応していきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 この間いろいろばたばたしていて

大変だったと思うんですけれども、県が24時間のコー

ルセンターを開いたり、いろんな声が分かっている

と思うので、そこを県のホームページ―ここへ行け

ばすぐこういった対策があるんだというのが分かる

ような、分かりやすい提供をお願いしたいと思いま

す。

今、いろんなメニューがあるんですけれども、こ

の中で県がさらに上乗せをしたりとか、あるいは県

独自の制度として発表したものというのはどれぐら

いあるか、特徴的なものでいいので教えてください。

○金城弘昌総務部長 この緊急対策の中身もござい

ますけど、その前にちょっと前文のほうの３段目に

なりますけど、このような状況に鑑みというところ

で、実は２月17日から、これは富川副知事をトップ

にしてですね、新型コロナウイルス感染症―豚熱も

含めてですけど、緊急経済対策プロジェクトチーム

というのを立ち上げて、そこで、これまで何度かに

わたって関係部局が集まって、すぐやらないといけ

ない事項とか、検討しないといけない事項とかとい

うものを取りまとめています。ここに書いてあるの

は、もう実際に実施している事項とか、また、これ

から検討するという事項もございますので、今特徴

的にどれかというとすぐには今お答えできませんけ

れど、取りあえずまず感染症の予防対策はしっかり

ということで、一番最後の県民の皆様へというのは、

もう必ずひっきりなしにですね、知事からのメッセー

ジを発信させていただいているところでございます。

また、県民向けというとなかなかマスクの確保とい

うのは難しいところですけど、今日の午前の委員会

のほうでもありました、例えば子どもの未来県民会

議からの寄附金を使った弁当配達の助成ですとかで

すね、あと、今国のほうも連動してやっているのが、

確定申告の関係で期間を延ばしているのがあるんで

すけれど、県のほうもそういうふうな時期をずらし

たりとか、今告示の準備をしています。

あと、いわゆるこの感染症対策が一定程度めどが

見えてきたら、今度は需要喚起のための方策とかと

いうものも今後考えていかないといけないなという

ことは想定しながら、準備はしておこうということ

で取組は進めているところでございます。総合的に

各部局で今準備しておくこと、やらないといけない

ことというのを整理して、取組を進めていくことに

なるのかなと思っています。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

米軍基地のこともですね、県民不安があると思う

んです。地位協定の関係で検疫法が適用されない。

基地経由で、このコロナウイルスが広がってしまっ

ては本当に大変なことになると思います。現状で分

かっていることについて報告を求めます。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

まず、県では沖縄防衛局のほうから、韓国で訓練

していた在沖米軍人約300名が２月末頃に、また約

200名が３月４日に帰還したという情報の提供を受け

ております。

沖縄に帰還した米軍人につきましては、韓国出国
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前に数日間基地内にとどめ置かれ、新型コロナウイ

ルスに関連する症状が発生していないか、繰り返し

メディカルチェックが行われており、帰国後も医療

関係者によって再度スクリーニングが行われている

ということのようでございます。また、一連のメデ

ィカルチェックにおいては全員、熱等の症状は認め

られなかったということでございます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 公室長、今日から、一般の方たち

は、韓国や中国から来る方たちはもう２週間待機さ

せられるわけですよね。米軍がそういった特別扱い

されるというのは、やっぱりおかしいんじゃないか

と思うんです。この機会を通じて、改めてこの地位

協定もそうですが、特にこのコロナウイルスの対策

をしっかりと政府に求めるべきだと思いますが、お

聞かせください。

○池田竹州知事公室長 ３月２日、事故の抗議の際

に謝花副知事のほうから米軍の取扱い状況について

確認したところです。それは、今先ほど基地対策課

長が述べたとおりでございます。その際、謝花副知

事からは地位協定の改定も含めて―改めて、平成29年

に要請した地位協定の改定で同等の検疫の措置を取

るようにということで要請しております。この辺に

つきましては、Ｇ７を通して米側の取組を私ども統

括監のほうから確認したところです。一応、それを

保健医療部の専門の方にも見ていただいているとこ

ろですが、基本的に米軍の対応というのは、日本の

取っている対応とほぼ同程度のものであるというふ

うなことはいただいていますので、まずはその措置

をきちっと継続してただきたいと思います。将来的

には当然、地位協定の改定を知事会、渉外知事会と

も連携しながら求めていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、よしとせずにですね、引き

続き頑張っていただきたいと思います。

それでは、辺野古の新基地建設問題の対策事業で

すが、この間、この軟弱地盤の存在を政府も認めて、

設計変更の申請が出されようとしている。だけど、

当初、今年度中と言っていたのも延びそうだという

報道もありました。やはり、それぐらい大問題だと

思うんです。こうした中、新潟大学の名誉教授の立

石先生と県で意見交換があったと聞きましたが、そ

ういったその意見交換の中身はどういったものなの

か。また、それを受けて県はどういった対応を取る

かお聞かせください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

新潟大学名誉教授の立石先生のほうですけれども、

いろいろ大浦湾の地質学の専門家でして、大浦湾の

活断層についても調査されておりますが、先週調査

のために来県されまして、それを機に３月３日に県

庁を訪問されまして、知事、副知事との面談も行っ

ております。その面談の前に我々、辺野古新基地建

設問題対策課の職員とも意見交換を行ったところな

んですけども、その際立石先生のほうからはですね、

大浦湾における活断層―これは２本、辺野古断層、

楚久断層というのがありますけれども、この楚久断

層の部分の活断層について、海底の音波探査の実施

について要望があったところでございます。具体的

にこの要望のあった音波探査の中身なんですけども、

大浦湾内の地質構造を詳細に把握して、この楚久断

層の海底下の活断層の活動度、それからあるいは形

態といったものを把握することを目的としていると

いうようなものでありました。

県としてはですね、こういった活断層について、

その必要性も含めて今後いろいろ検討させていただ

きたいという旨を答えております。

○比嘉瑞己委員 先生が指摘する以外にもですね、

いろんな自然保護団体からも様々な指摘があると思

います。この設計変更に絡んで、本当に環境への影

響というのがないのかというところが一つポイント

だと思うんです。今、政府の立場としては、設計変

更が環境に及ぼす影響については、当初計画と同程

度もしくはそれ以下に収まるというこういった見解

なんですね。全く、この専門家の皆さんとの意見と

180度違うわけです。県としては、この今回の設計変

更による環境への影響はどう考えていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

国における環境監視等委員会の中でですね、委員

もおっしゃられたような評価がされているというこ

とは我々も承知しておりまして、そういった情報収

集については把握しているところでございます。

ただ、設計概要変更承認申請というのはまだ出さ

れていない段階でありますので、これについてはで

すね、具体的に出されてから所管の土木建築部ある

いは環境部において、厳正に審査がなされるものだ

ろうというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 申請が出される前からもですね、

こうした声が届いているわけですから、やはり県が

主体的に動いていくのが大切だと思います。その公

有水面法でも環境保全に十分配慮することというの

が法の目的ですから、それに沿えばですね、やはり
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政府に、大丈夫だと言うんだったら、じゃあもう一

回アセスちゃんとやってくださいよ、こういったこ

とは今の段階でも、私求めることできると思うんで

す。この環境アセスを求めることについては、公室

長どのようにお考えですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 環境

影響評価の所管は環境部になりますけども、環境影

響評価制度の趣旨は、事業の実施前に環境影響評価

の手続を行うというものであったと理解しておりま

す。一方、公有水面埋立法に基づく変更承認申請に

は、この調査予測評価を行った環境影響評価の図書

が―環境保全に関し講じる措置を記載した図書とい

うものが添付図書としてつけられることになります

ので、その中でこの環境影響の結果が示されてくる

ことになるというふうに考えております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 じゃあ、ちょっと次に移ります。

ワシントン駐在費についてお聞きします。連邦議

会の関係者と面談を続けてきたと思いますが、これ

までのこの面談者の数の推移をまず教えてください。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在にお

きまして、平成27年の４月から令和２年の１月末ま

での実績を申し上げます。まず、面談者等につきま

しては延べ1335名の方々と面談しております。中身

は米国連邦議会議員とか、国務省関係者、あるいは

ＮＳＡ、ＮＳＣといいまして、国家安全保障会議等

の関係者との面談ということになっております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 こうして沖縄の状況を伝えていく

中でですね、米国議会関係者でどういった認識の変

化が出てきたのか。やっぱりそこが一つ、成果にも

なると思うんですね。この間、なかなか沖縄の声が

届かない中で、このワシントン事務所を置くことに

よって、少しずつ沖縄の現状とか、これまで誤って

いた認識を変えることができたのかなと思うんです

が、その点何かありますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在にお

いては、そういう訪問活動といいますか、面談等に

おいて、在沖米軍に関係する事件・事故、普天間基

地の現状と辺野古移設の問題点、あるいは米軍基地

周辺の地下水汚染など、最新の沖縄の状況について

情報提供や意見交換を行っているところです。例え

ば、2019年６月13日の日米同盟に関する連邦議会調

査報告書におきましては、沖縄に関する記述につい

て、沖縄は日本の総面積の１％にも満たないにもか

かわらず、日本に駐留する５万4000人を抱える米軍

人の半数以上及び全ての在日米軍専用施設区域の

70％を抱えているという記載がなされております。

これまでの連邦調査局の報告書におきましては、自

衛隊と共用施設を含めた米軍施設数の全国に占める

沖縄県の比率が、在日米軍全施設の約25％と記載さ

れておりましたが、こういうものをですね、沖縄県

のワシントン駐在の働きかけによって正しい表記に

なったのではないかというふうに理解しております。

○比嘉瑞己委員 私たち沖縄県民にとっては、ずっ

となじみのある数字ですけれども、やっぱ全国に対

しても温度差があるし、ましてやアメリカにはなか

なかこの情報というのは伝わっていないわけですよ

ね。だから、先ほどのこの軟弱地盤の問題とか、あ

るいは県民投票の結果とか、やはりしっかりと沖縄

の情報を発信していくことが大切だと思います。本

会議でも、知事が書簡を出すべきだということを訴

えましたが、やはりこのワシントン事務所がそこで

大きな役割を果たすと思います。公室長、この書簡

について、改めて私は沖縄の現状を伝えるためには

有効だと思いますが、この考え方について見解をお

聞かせください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

県のほうにおきましては、辺野古問題に関して２回

ほど書簡を送ってきたところなんですけども、平成

30年４月にはジュゴン訴訟に関連しまして、県との

協議を求める書簡を送付したところでございます。

そういった協議が行われない中で埋立工事が強行さ

れまして、そうした状況の中において、ジュゴンの

死亡個体が確認されるなど、あるいはＩＵＣＮがジュ

ゴンの評価を引き上げるというような状況があった

り、あるいは御指摘のように軟弱地盤に係る問題、

不同沈下の問題やら、それから先ほどの立石先生の

専門化チームによる護岸崩壊の懸念の可能性、こう

いった様々な問題点が指摘されているところでござ

います。また、辺野古大浦湾がですね、アメリカの

ＮＧＯにおきましてホープスポットとして登録され

るというような状況があります。そうしたことも踏

まえまして、県のほうとしましては、２月にまたこ

のジュゴン訴訟の弁論が行われたこともありました

ので、改めて書簡を米国防長官、それから太平洋軍

司令官等を宛先として送付することにしております。

その際は同報、ＣＣとしましてですね、連邦議会上

下両院軍事委員会議長、それから米国会計検査院院

長などにも送付するということで、今現在その書簡

を送付する準備をしているというようなところでご
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ざいます。

○比嘉瑞己委員 その取組、大切だと思います。公

室長、これね、対アメリカに対してはもちろんなん

ですけれども、さっき情報発信の仕方について玉城

委員からもありましたけれども、やっぱりこれ広く

全国、そして国際社会にも見える形で発信すれば、

相当大きな世論になっていくと思うんですね。

そういった考え方、改めて公室長からお聞かせく

ださい。

○池田竹州知事公室長 米国を中心に、海外への情

報発信をするのは非常に大事だと思っております。

このため、玉城知事は最初の訪米で国連本部も訪れ

て、中満次長との面談も行ったところでございます。

今後は、ワシントンへの要請も当然ですけれども、

米国でのシンポジウム、次年度は米国でのトークキャ

ラバンについても計画しているところです。そういっ

た形で沖縄のこの実態というのを、少しでもですね

米国の方々に、米軍基地があって米国民がいらっしゃ

るわけですので、自分事として捉えていただけるよ

うにですね、情報発信については強化していきたい

と考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、米国だけじゃなくて国際社

会に向けても意識していただきたいと思います。

続いて、公安委員会のほうに移りたいと思います。

説明資料の12ページになると思います。資料３－

１か。

ここでですね、一般警察活動費という事業があっ

て、前年度比９億円ぐらい減になっています。そこ

はもう指摘で終わりますが、必要な予算をしっかり

と確保していただきたいと思いますが、この中でそ

の地域の警察の皆さんのパトロールとかも含まれて

いる事業活動費なんですけれども、報道もあってで

すね、私も個人的にこの方から相談を受けておりま

す。昨年の10月に視覚障害者の方が那覇署の警察の

方から職務質問を受けて、写真撮影を強要されたと

いうことで新聞記事にもなっていました。まず、こ

の件についてはどういった経緯だったか教えてくだ

さい。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

御質問の新聞報道につきましては承知していると

ころでございます。警察官が一般男性を職務質問し

た際、その容姿を撮影した状況等につきましては、

昨年10月15日午後、那覇市安里の歩道上において、

警察官２名が暴行事案の発生に伴い現場付近を検索

中、手配に係る人相、特徴が類似した男性を発見し、

被害者への確認のために同人に対し写真撮影の協力

を依頼したところ、当初、同人は拒否しておりまし

たが、その後、協力に応じたことから写真撮影を行っ

たものでございます。

以上であります。

○比嘉瑞己委員 令状もないのに写真撮影をするこ

とは適切ですか。

○小禄重信生活安全部長 本件は、取扱い警察官２名

が暴行事案の発生に伴って、現場付近を検索中、手

配に係る人相、特徴が類似した同男性を発見し、被

害者への確認のために同人に対し写真撮影の協力を

依頼したところ、当初、同人は拒否しておりました

が、その後、協力に応じたことから写真撮影を行っ

たものであります。以上の状況等を踏まえますと、

当該警察官２名が同人の写真撮影をした職務行為に

つきましては、適正かつ妥当なものと認められます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 協力に応じたと言っていますけれ

ども、ではそのときですね、氏名と住所とかは教え

てくれましたか。

○小禄重信生活安全部長 職務質問の際、相手への

氏名等を確認する場合は相手の任意の協力の下、口

頭または運転免許証等の提示を受けて確認させても

らうことはあります。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 答えていないですよ、そのとき確

認できたのかって聞いている。

○小禄重信生活安全部長 男性が職務質問を受けた

際に、障害者手帳を見せると申し出たが、警察官が

手帳はいいから等々のやり取りがあったとのことで

ありました。本件について事実調査を行った結果、

職務質問相手からはそのような発言はなく、また取

扱い警察官２名もそのような発言はしていないもの

と認識しております。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 もう一度聞きますけれども、皆さ

ん先ほど協力を承諾してくれたから写真を撮ったと

言ったんですよ。そのときに、ではその方は協力し

て、名前とか住所をちゃんと皆さんに教えてくれま

したか。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

住所、氏名につきましては伺いましたが、答えて

はくれなかったと承知しております。

○比嘉瑞己委員 この方は、本当は写真だって撮ら

れたくなかったんですよ。ですが、もう何度も何度

もお願いされて、断ってもどうせ帰るときにほかの

警察の方に同じことされますよ、こんなふうに言わ
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れてですね、もうしようがなくて応じたわけです。

私この問題、この方個人の問題だけじゃないと思う

んですよね。やはり、県民から信頼されている皆さ

んがこういった捜査をやっているとなると、県警全

体の信頼に関わるから、この予算委員会で取り上げ

ています。この方いわくですね、この人通りの多い

ところで、カメラを近づけられてみんなの前で撮ら

れている、自分が犯人扱いされたということでとて

も傷ついているわけですよ。やはりですね、こういっ

た―本人は身体障害者手帳、最初に見せるって言っ

たけど断られたと言っています。皆さんと真っ向か

ら意見が食い違っていますけれども、私ね、これだっ

たら本当に皆さんの信頼を傷つけるんじゃないかと

思って、今心配しております。やはり、この本人は

犯人でもなかったわけですし、似ているからという

理由でカメラで写真撮られたら、本当に県民たまっ

たもんじゃないですよ。やっぱり今回の捜査の手法

はですね、私は皆さん何らかの反省すべき点はあっ

たと思います。御本人はこの写真を削除してほしい、

そして警察に謝ってほしい、こういったことを私に

相談に来ています。本部長、就任前ではありました

けれども、この件知っていると思いますが、今回の

件、本当に警察に一つも瑕疵はなかったのか。私は

謝るべきところは謝ったほうがいいと思いますが、

いかがですか。

○宮沢忠孝警察本部長 委員のおっしゃること、あ

るいは写真撮影をされた男性のおっしゃることにつ

いてはよく理解をしてございます。その上でなおか

つ、私ども謝罪をしたりとか、反省の意をこの場で

表明することは必ずしも適当ではないというふうに

判断をしております。その趣旨でございますけれど

も、御案内のとおり、街頭で警察官は職務質問をし

たり交通検問をしたりということで、任意で県民の

方々に御協力をいただいて、そういう活動によって

治安が維持をされております。これらの活動という

のは、県民の方々に一定の負担を求めるものでござ

いますので、必ずしもみんな喜んで協力してくれる

というケースばかりではございません。警察官はそ

ういう中、いろいろと説得をしたり説明をしたりと

いうことで協力をいただいているという、そういう

状況がございます。したがいまして、この場でそう

いう中で実施した警察官の活動について、私どもが

謝罪をしたり、反省の意を表したりということであ

れば、まさに現場における警察官の活動に一種の萎

縮の効果が生じて、結果として治安の確保ができな

いのではないかと。そういうことで、この場で謝罪

をしたり、反省をしたりということはすべきではな

いというふうに思っています。一方で、今回男性に

はいろいろと御負担をおかけして、御協力をいただ

いたということですので、そのことについては私ど

も心から感謝の意を表したいというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 令状もないのに写真撮影をしたと

いうのは、事実としてあるわけですよ。皆さんの信

頼も、法にのっとって皆さんが活動しているから、

県民は皆さんを信頼すると思います。ですがね、今

の答弁だと私は不十分だと思いますよ。しかるべき

―この場ではできなくてもですね、その当事者の皆

さんからは、弁護士を通じて皆さん連絡も取れるわ

けですから、何らかの対応をするべきだと思います。

部長、もう一度お願いします。

○宮沢忠孝警察本部長 今おっしゃったことは、あ

たかも違法に写真撮影をしたのではないかというふ

うに―誤解かもしれませんが、私は聞こえたんです

けれども、先ほど生活安全部長から申し上げたとお

り、当該警察官らの活動につきましては、いろいろ

と当初拒否された経緯はございますが、最終的には

説得に応じていただいて、協力をいただいてござい

ますので、そういう意味では同意をいただいたとい

うことでございますので、合法であり、かつ妥当な

ものだったというふうに考えております。いずれに

しても、当該申し出ておられる方のお気持ちについ

ては、十分私ども理解をしていますので、その申し

出た方には心から感謝を申し上げたいというふうに

考えております。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 もうこれ擦れ違いになってしまい

ますけれども、先ほどから言っているように、この

方は最後まで名前と住所は述べなかったんですよ。

とても協力したと言える状況じゃないと思いますよ。

ここはですね、ぜひ関係者の皆さん、いま一度皆さ

ん襟を正してですね、日々の業務に当たっていただ

きたいと思います。

終わります。

○渡久地修委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

まず、私もちょっと新型コロナウイルスの感染に

ついて、今日知事が緊急対策を発表しております。

そこで、特に子どもの未来県民会議の寄附というこ

とで、弁当配達等への支援を行うとあるんですが、

上限５万円というところで聞いておるんですけど、
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この上限をつけた意味、もしくはそういった５万円

は何に使えるのかちょっとお聞かせ願えますか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

沖縄子ども未来県民会議事務局のほうが子ども生

活福祉部がやっているもんですから、ちょっと背景

も含めてですね―支援をするというのは我々も報告

を受けているんですけれど、具体の中身、今委員が

おっしゃるところまでは把握していないもんですか

ら、すみません。この場では答弁はできません。

○上原章委員 またじゃあ改めて確認したいと思い

ます。

もう一点、マスク、消毒液等あらゆる手段を通じ

て確保するとありますが、特に公室長のほうで、備

蓄とかいろいろ災害におけるそういった緊急の確保

というのは必要だと思うんですが、現時点で、県の

備蓄等でこういったマスクやまた消毒液等の確保は

できているんでしたっけ。

○池田竹州知事公室長 知事公室の災害備蓄として

はないんですけども、保健医療部のほうで、もとも

と新型インフルエンザ用に12万枚備蓄をしていたそ

うです。今回このコロナウイルスの発生に伴いまし

て、感染症指定医療機関、そして協力医療機関にそ

の12万枚全てを無償で提供したというふうに聞いて

おります。

今マスクがない状態ですので、まず、Ｎ95マスク、

医療現場で使われるマスクについては厚労省と今調

整していて、厚労省のほうから配布を受ける予定だ

というふうに聞いています。あとサージカルマスク、

いわゆる一般のマスクについては４万枚を近々に購

入する予定であるというふうに聞いています。あと、

先週、河野防衛大臣が自衛隊が保有する152万枚のマ

スクを提供するという報道がありました。それを受

けて、私も15旅団長にすぐ電話をしてその状況を確

認しました。そうすると、そのマスクっていうのは

例えば15旅団にあるマスクを提供するのではなくて、

各方面隊にそういう備蓄があるそうです。九州、沖

縄地区では西部方面隊のほうに備蓄があると。

それについて―先週の時点ですので、これからど

ういった形で配布するかについて検討するというこ

とで、その具体の話が出る際には、例えば沖縄県で

は、医療現場には保健医療部のほうからマスクはも

う既に提供しているけども、一方で、高齢者施設と

かでマスクが不足というのも私ども聞いております

ので、そういった面で沖縄県も足りない状況がある

というのは旅団長のほうに直接申し上げて、ぜひ意

見など求められたときにはその辺を伝えていただき

たいというふうに要望したところです。具体的にど

ういった形でというのは、今日時点でまだ明らかに

なっていないかと思います。

○上原章委員 ぜひですね、この優先順位もあると

は思うんですけど、本当に必要なところに早めに

ちょっと手当てしていただきたいと思います。先ほ

ど話したように、備蓄もですね、これ今後、万が一

こういう事態に陥ったときは、やっぱり県は県でしっ

かり県民のそういう命を守る意味では必要性を検討

する、私は今回のことを教訓にするべきじゃないか

なと思うんですが、いかがですか。

○池田竹州知事公室長 新型インフルに備えている

12万枚というのは、ある程度最悪の事態も想定して

ということだというふうには聞いています。ただ、

日本そのものにマスクの多くが中国から来るという

ので、それが全く途絶えてしまうという、今回想定

していなかった部分もありますので、関係部局と連

携して、今後供給がきちっと整ってきた段階では、

どのような備蓄の在り方がいいのかについては検討

していきたいと思います。

○上原章委員 首里城の復興推進事業についてなん

ですが、基本計画を策定するということで3600万円

余り特命推進課で計上されておりますけど、具体的

にこの基本計画の今後のスケジュールと中身を

ちょっと教えていただけますか。

○前原正人秘書防災統括監 今、県では有識者懇談

会を設置して基本方針をつくっています。この基本

方針の中身というのが、文化財等の復元とか収集、

それから伝統技術の活用及びそれを継承するための

取組とかですね、あとは首里城周辺の地域の段階的

な整備、その中には文化財的なものも含まれてこよ

うかと思います。そういうのを議論していただいて、

今年度中に基本方針を策定することとしております。

次年度は、その基本方針の方向に沿った形でです

ね、具体的にどういう施策を盛り込むのかとか、そ

れをどういう工程でやるのかとか、そういったとこ

ろを盛り込んだ基本計画を策定するということにし

ております。

おおむね６回程度、委員会を予定していまして、

今回のその有識者懇談会にも８名の委員の方々に

入っていただいていますけど、同じような形で有識

者に入っていただいてですね、より具体的な形の基

本計画にしていきたいと、そのように考えておりま

す。

○上原章委員 この基本計画は、いつまでに策定さ

れるんですか。
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○前原正人秘書防災統括監 来年度いっぱいでござ

います。

○上原章委員 今回、首里城の復興、復旧に取り組

むということで約４億円余り、都市公園課、文化振

興課、観光振興課、それぞれ関わる課で予算化され

ているというんですけれども、横断的にこの首里城

の復興については関わっていくと思うんですが、こ

の基本計画の内容に全部関わっている課の、いろん

なそういう取組が全部網羅されるということでいい

んでしょうか。

○前原正人秘書防災統括監 今御覧になっておりま

す令和２年当初の首里城復旧・復興の取組４億円と

いうのは、今１から７まで項目がありますけど、こ

れは昨年12月に県のほうで発表しました首里城復興

の基本的な考え方に沿った形で、各部局の取組をは

めています。今、この基本的な考え方に基づいて基

本計画を整理していますので、それに沿った形でで

すね、事業が進んでいくと。将来的にその基本計画

から事業の芽出しができるような形で策定できてい

ければと考えております。

○上原章委員 公室長、先週末に火災原因が特定で

きないということで、結局は、那覇市の消防局の発

表がありました。一月ぐらい前には県警も特定でき

ないと。今回、あれだけの火災があってですね、原

因が最終的に究明できないということになったわけ

ですけれど、これについてちょっと特命推進課とい

うこともありますので、公室長の御意見はありませ

んか。

○池田竹州知事公室長 那覇消防局のほうからの火

災原因の発表の概要は私どもも聞いております。今

後―今月中ですかね、きちんとした報告書をまとめ

ると聞いております。

県警の科捜研さんでの検証、そして、那覇消防局

のですね、東京のほうにある消防防災科学センター

という全国で１か所ある専門の研究組織に、いわゆ

る証拠物件を持ち込んで鑑定を依頼したようなんで

すが、やはり焼損度合いがひどくて特定には至らな

かったものというふうに聞いております。

県警、そして消防の専門機関、双方としてもいわ

ゆる県警のほうで事件性はないというお話もござい

ますし、今後はそれを踏まえて第三者委員会等でき

ちっと再発防止に向けて取り組んでいくことになろ

うかと思います。

○上原章委員 多くの県民が胸を痛めて、本当に今

回の火災はですね、どういった原因があってああい

うことが起きたのか、また、その責任はどこにある

のかと。本当にそういう意味ではもう、私はしっか

りと知事はその最高責任者として、県民のそういっ

た思いにどう応えていくかというのが、私は大事か

なと思うんですが。

さっきその首里城の復興でですね、火災保険が70億

円余りというお話があったんですが、これは財団が

火災保険をかけてですね、財団の首里城だけじゃな

くて水族館とか全てのそういったものに対しての保

険のその数字だとも聞いているんですが、今回この

原因究明ができない中でこういった火災保険という

のはどのぐらい下りるかという、そういった数字は

あるんですか。これは総務で答えるんですか、どこ

で答えますか。

○前原正人秘書防災統括監 ただいまの御質問につ

いては、土木建築部の所管になっております。

○上原章委員 じゃあまた、ちょっと別の機会で確

認したいと思います。

先ほどの歳入予算の説明の中で、財産収入で知事

公室が管理する自販機の運用で収入があったという

お話を聞いたと思うんですが、具体的に知事公室で

運用している自販機の台数と、今回こういった公募

に出している台数の数字って答えられるんであれば

ちょっと教えてほしいんですが。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

場所はですね、消防学校に設置されております。

消防学校に計４台自販機が設置されていて、２台ず

つ入札をかけて、２社応募があって、そういう状況

にございます。

○上原章委員 収入は幾らなんですか、年間。

○石川欣吾防災危機管理課長 昨年度の収入―30年

度ですかね、貸付料として２社合計で94万2624円と

なっております。

○上原章委員 ちょっと休憩します。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、上原委員から、４台合計の金額

ということでよいかとの確認があり、執行

部からそのとおりであるとの回答があっ

た。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

上原章委員。

○上原章委員 知事公室で今管理運営しているのは、

この４台以外にはないということでよろしいですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 消防学校には４台。

○上原章委員 分かりました。以前は、公募方式が

ない時代は非常に自主財源の確保で大変だったと覚

えていますけど、了解しました。
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あと、総務の歳入予算の財産収入が、前年度実績

を勘案して減収を見込むとありますけども、約20億

円減となっております。このちょっと具体的な説明

をお願いできますか。

○浦崎康隆管財課長 先ほど部長の説明のときにも

ありましたけれども、令和元年度に旧運転免許試験

所跡地、これを水道特会のほうに有償所管がえしま

した。これが約22億円ぐらいございますので、その

減ということになります。そして、今年度の土地の

売払いはそうした特殊な要因を除いて、過去５年間

の平均に基づいて計上しております。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございま

す。

これは旧運転免許試験所跡地、今建設が何か始まっ

ていますけど、こちらは何が建つ予定なんですか。

○浦崎康隆管財課長 将来、流入汚水量が増加する

ということで、施設の増設であったりとかですね、

建て替え用地、そういったことに利用されるという

ふうに聞いています。

○上原章委員 那覇市のものですか。

○浦崎康隆管財課長 違います。土木建築部です。

○上原章委員 県のね、分かりました。ありがとう

ございます。

次に、私立高校、専修学校の授業料負担の軽減に

ついてですけど、いよいよこの４月から私立高校の

実質無償化がスタートするということと、あと、新

規で専修学校も今回授業料が無料化になるというこ

とを聞いております。

この対象校、対象数、ちょっと教えていただけま

すか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立高校の授業料負担の軽減についてでございま

すけれども、令和２年度の私立高等学校就学支援金

につきましては、対象校は15校で対象者数は２万

2000人を見込んでおります。予算額については40億

6662万4000円となっております。

○上原章委員 これは私立高校か、専修学校か。そ

れぞれ分けてほしいんです。

○座安治総務私学課長 今言ったのは、私立学校で

ございます。私立学校の対象校が15校、対象者数が

２万2000人、予算額が40億6662万4000円となってい

ます。それから、専修学校のほうでございますが、

県の所管している専修学校については、対象校は

44校、支援対象見込み者数は1700名、それから予算

額は７億3583万1000円となっています。

○上原章委員 この予算は、全部国の予算というこ

とでよろしいんですか。

○座安治総務私学課長 私立高等学校の授業料の負

担については全額国費でございます。それから、専

修学校の授業料軽減につきましては、国と県でそれ

ぞれ２分の１ずつ負担ということでございます。

○上原章委員 この私立高校の２万2000名と専修学

校の1700名、これ全体総数から見た割合とかは分か

りますか。何割かとか。

○座安治総務私学課長 生徒数に対してですか。

○上原章委員 その対象となる。全員なら全員でも

いい。これ、所得制限があるはずなんですよ。

○座安治総務私学課長 私立高等学校の授業料の負

担軽減につきましては、今回制度が変わりまして、

年収590万円未満まで引き上げられたことになりま

す。実質的に授業料無償化となるのが１万6000人で、

全体の生徒の約60％となっています。

○上原章委員 分かりました。

総務部長として今回こういう国が国費で所得制限

を設けてですね、６割のそういう対象が無償化とい

うことです。実は、全国の私立高校の平均の授業料

というのは年間約40万円と言われています。やっぱ

り、本当に私立学校に通うお子さんもですね、公立

に行けなかったいろんな事情があったお子さんとか、

また、離島も含めてスポーツや文化、いろんなそう

いうのにチャレンジしたいお子さん等も、結構私立

に通っているわけです。今回、国はそういうふうに

して所得制限を設けて、こういった夢、もう自分の

可能性を諦めない、また、いろんな家庭の御負担を

かけないようにということでそういう取組がスター

トしているんですけども、これに対する部長として

の評価がもしありましたら、お聞かせ願えますか。

○金城弘昌総務部長 この取組というのは、全ての

意志ある高校生が安心して教育を受けられるという

ことで、授業料相当額を支給して経済的負担軽減を

図ると。当然のことながら、いわゆるその世帯の経

済状況に関係なくですね、いわゆる意欲のある学生

が、安心して教育を受けるというふうな観点で実施

をされていますので、そこはしっかり取組を進めて

いきたいなと思っているところでございます。

以上でございます。

○上原章委員 よろしくお願いします。

あと、最後に公安委員会、先ほどちょっとお話が

出ました一般警察活動費、この中身をちょっと教え

てもらえますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

（目）一般警察活動費といいますのは、交番駐在
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所などの機能維持のほか、地域の安全ですとか災害

対策、通信指令体制に要する経費でありまして、こ

れの経費として５億5062万1000円を計上しています。

この主な内訳としましては、警察電話ですとか加入

電話回線料などの警務活動費、それから駐在所の防

犯カメラの整備費などの地域警察活動費、そして大

型テント、バルーン投光器などの災害対策費、そし

て警察活動に要する旅費などの一般活動費、そして

通信指令システムの機器使用料などの通信指令活動

費などがございます。昨年度に比べて、マイナス１億

930万2000円と大きく減額になっておりますけれど

も、こちらがですね、昨年の12月に開催されました

第43回全国育樹祭の警備対策事業が終了したことが

主な要因となってございます。

○上原章委員 分かりました。

１億円余りがなぜ減ったか聞きたかったので、ちょ

うど答えてもらえました。了解です。

この活動費、私はもっともっと充実させる必要が

あるんじゃないかなと思うんですが、この５億5000万

円で十分ということで受け止めていいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 県警察としましては、所要

の経費を計上していただいているというふうに考え

ております。

○上原章委員 分かりました。

あと最後に、これも毎回、議会でも議論されるん

ですけど、交通環境の整備事業、まず、新年度予算、

それから課題、お聞かせ願えますか。

○宮城正明交通部長 お答えします。

交通環境の整備といいますと、交通信号機あるい

は道路標識表示といった形で、交通事故防止あるい

は交通の円滑を図るためにとどめている経費であり

ますけども、令和２年度の経費は13億9796万9000円

となっております。

以上です。

○上原章委員 沖縄県内のこういった交通環境、様

々な地域から信号機、また、いろんな要望があると

思うんですが、その中で皆さんは、優先順位を決め

て予算繰りすると思うんですよね。ここ数年、この

３年間―令和２年は13億9000という話でしたけど、

過去３年間の数字はありますか。

○宮城正明交通部長 平成30年度が12億 2898万

7000円。令和元年度、今年度ですけども、15億990万

1000円となっております。

○上原章委員 多くの各所から、離島も含めて要望

がある中でですね、令和２年13億9000、この金額で

ある程度の地域の要望はクリアできるという認識で

すか。

○宮城正明交通部長 大体地域からの要望で一番多

いのが、信号機という形になります。新年度での信

号機の予算というのは、現在３基設置する予定となっ

ておりますけれども、実は信号機というのは県内に

2120基ありますけれども、そのうちの約18％に当た

るおよそ380基、これがですね、もう更新をしていか

ないといけないという時期を迎えています。全国が

20％ですので、全国よりは数字的に少しいいんです

けれども、これだけたくさんの信号更新をしていか

ないといけない。

それから、新しい信号も当然必要なところに要望

を受けながら設置していきますけれども、既存の信

号機も補修をかけて新しく制御機を換えていかない

といけませんので、そこのほうにも予算をしっかり

とあてがっていかないと、ある信号機が駄目になっ

てしまうということになりますので、この辺にも今

重点を置いて、今年度は60か所の更新をする予定と

しております。

○上原章委員 信号機に―例えば台風等で停電した

場合にですね、発電機が当用されて機能するという

のが結構全国でも配置されていると聞くんで、その

辺は県内どうですか。

○宮城正明交通部長 県内はですね、現段階で222基

の信号機が―これ正式な名称でいきますと信号機電

源付加装置というものになりますけれども、２種類

ございまして、１つはバッテリーを内蔵している信

号機です。だから停電しても発電する。もう一つは

ですね、発動発電機を設置している信号機。それぞ

れメリット・デメリットありまして、小型化できる

のがバッテリーなんですけども、ただ、時間が３時

間とか長くて６時間程度。発動発電機の場合は、燃

料を補充さえすればずっと使えるということでです

ね、新年度でもですね、25基整備することとしてお

ります。

○上原章委員 頑張ってください。終わります。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 じゃあ最後ですので、よろしくお

願いいたします。

私もまず、この新型コロナウイルスの緊急対策に

ついてからになりますが、国のほうが２週間程度と

いうことで、いろんな自粛等々の呼びかけを―呼び

かけというか要請をですね、やりました。もう今週、

大体木曜日、金曜あたりがこのめどの２週間という

のがあるのかなというふうにも思いますけど、率直

に今、公室長、総務部長どちらでもいいですので、
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県の状況をどういうふうに捉えられているかね、こ

の新型コロナウイルスに関して。ちょっとその辺か

らお尋ねします。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

県のほうでは、２月１日に来ましたダイヤモンド

・プリンセス号の関係で、まずタクシーの運転手の

方が２人感染者が出て、その後３人目の方が出て、

その後今感染者が確認されていない状況です。昨日

時点で150以上の検体は検査して、３例以外は全て陰

性だということで。いわゆる防疫体制は、かなりき

ちっとやられているというふうに考えております。

その後発生がないことについては防疫体制がうまく

いっているのか―もちろん軽々に言えるわけではな

いんですが、感染が他県のように広がりがないとい

う点については、今私は個人的にはほっとしている

状況です。引き続き予防対策ですね、せきエチケッ

トでありますとか、手洗い等を徹底して、この状況

を維持していければというふうに考えております。

○當間盛夫委員 学校関係で、離島はそのまま休校

することなくというところもあったんですけど、本

島のほうでも浦添やら豊見城、南風原町もそういう

検討をしているということがあるんですけど、この

学校関係が再開するというような形は、皆さんどう

捉えられていますか。

○池田竹州知事公室長 いわゆる政府からの春休み

までの休校要請について、総理もそれぞれの判断も

あろうかというふうに、たしか国会で述べられてい

たかと思います。各、浦添市あるいは豊見城の判断

も今そういう県内で感染が広がっていないという状

況も踏まえて、そもそも石垣市さんは市のほうで発

生がないということで休校措置を取らないという、

それぞれの市長さんの判断だろうというふうに考え

ております。

○當間盛夫委員 これは、各市町村を尊重したほう

がいいかなというふうにも思っております。

経済の面なんですよね。もう沖縄はこの観光がリー

ディング産業ということで、先ほども１次産業なり、

２次産業が並行して伸びていければいいんですけれ

ど、我々この沖縄の経済というのは観光を頼りにし

ているというところもありましたので、1000万人が

いらしてもらってよかったねと思った矢先に、こう

いう現象があるというところもありますので。この

経済面、今、はい何かイベントをしましょうとか、

全部自粛ムードになっているということになると、

維持をさせるっていうことがね、もう中小の沖縄の

観光業はほとんど零細中小ですので、ホテル関係も

稼働率がもう軒並み20％でしかないとか、運送、バ

ス関係になるとインバウンドのバスをやっている事

業者も、ほとんどバスが動いていないというような

状況があるというふうに考えると、私は金融策でしっ

かりと支援をすべきだと。以前にも中小企業金融円

滑化法ということで支払いの猶予をやるんだとか、

今はお金を借りても返す当てがないわけですから、

そういった分での金融の支援というのをしっかりと

円滑にやりながら、その支払いの猶予というのを、

しっかりと沖縄県が明確に示していくということは

大事だと思うんですけど、その辺は今回のその緊急

対策でどのように打とうとされていますか。

○金城弘昌総務部長 中小への融資ですとか支援の

話で商工労働部を中心にやっていますけど、一応こ

の対策の中でも、まだ検討中だと思うんですけど、

例えば金融機関に対していわゆる企業債務に係る返

済猶予等の断続的な運用を行政もしたほうがいいん

じゃないかというふうな検討とかですね、あと、セー

フティネットの指定等ですね、国に要請して効果も

認められたところですけれど、国のほうも明日以降

ですかね、新たな支援策が出てくるというふうなと

ころを聞いていますので、そこが出てきたらしっか

り県としてやるべきところは取り組んでいきたいと

思います。

○當間盛夫委員 県としてやるべきことは、保証協

会、やはりね、県がその分での保証協会に対しても、

しっかりと今回の場合のものはちゃんと支援をして

あげる。いかに継続をさせるかというのが大事だと

思うんですよ。これで、今回の件でもう廃業とか倒

産とか店じまいとかっていうのが頻繁に出ているわ

けですから、やっぱりその分では今継続をさせると

いうことが大事ですので、皆さん、保証協会にも柔

軟な姿勢を持つようにということをぜひ伝えてもら

いたいなと思うんですけど、この辺はどうでしょう

か。

○金城弘昌総務部長 商工労働部に、その旨しっか

り伝えたいと思います。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

それで総務部長、先ほど上原委員からもありまし

たが、今度、４月１日から私立高校の就学支援制度

ができるということで―以前からあるんですよね、

私立高校の分は。これが、590万円の所得の皆さんの

支給上限が39万円まで引き上がるというような制度

なんですね。ですから、去年の予算は20億円、今度40億

円というような形になっている。先ほどのものは、

この私立学校、高等学校、高等専門学校の私立学校
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が沖縄県に何校で、専修学校の高等課程があるじゃ

ないですか、高等課程もこれなんですよ。さっきの

話は高等教育の話なんですよ、44校、千何名ってい

うのは。だから言うこの専修学校は44校じゃないは

ずなんですよ、専修学校の高等課程っていうのは。

これ専修学校の高等課程が44校ですか。

○座安治総務私学課長 高等学校の就学支援金事業

の対象となる専修学校につきましては、６校となっ

ています。それから、各種学校が１校となっていま

す。

○當間盛夫委員 対象人数は。

○座安治総務私学課長 218名となっています。

○當間盛夫委員 これ私もちょっとまだあれなんで

すけど、以前はこの高等課程の皆さんに対しては―

非課税の皆さんに対してのものは県が助成していた

と思うんですよ、私学とは違ってね。それはどうで

しょう。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から専修学校の高等課

程は以前から入っていたのかとの確認があ

り、執行部からそのとおりであるとの回答

があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 高等課程に対する分は、学校に１人

当たり７万円という補助もやっていますよね、学校

に対して。これは、このことをやることで減額か何

かされているんですか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

委員おっしゃるのは、私立の専修学校に対する経

費の関係の補助金だと思います。これにつきまして

は、私立の高等課程を有する専修学校に対して経常

的経費―学校の主に教育研究費でございますけど、

それを支援するというところで支給しているもので

ございます。県単であって、今回の授業料の額が増

えるというものと直接関係はいたしません。直接関

係はしないでですね、高等学校就学支援事業はあく

までも学生の授業料に対する支援でございますから、

あれとはまた別の制度でございます。

○當間盛夫委員 なぜこれを聞くかといったら、次

質問する分での高等教育のその就学支援の部分なん

ですが、先ほどの専門学校は44校で1000名余りとい

う部分であるんですけど―今日の論壇だったかな、

新聞に―私立の大学、公立は10分の10なわけですよ。

この専門学校に関しては国が半分、県が半分という

事業なんですよね。その中で何を言われていたかと

いうと、これが出たことで今、学校単位、大学単位

でやっている授業料の免除、それは廃止されるのか

どうかというのがあったんですよ。その辺はどうで

すか。現行で今やっている―いろいろと試験を受け

ていろんな形でやって、授業料を免除されている学

生がいる。ところが、今回のこの分でのものが出た

部分で、その免除がなくなるというふうになってく

ると、この高等課程のものは段階のものがあるわけ

ですね、270万円だとか。その免除がなくなってくる

と、結果的に社会人、働いて大学に出るという皆さ

んの部分が、これになると年齢制限もいろいろと出

てくるというもので、これはいかがなものかと。デ

メリットもあるよねというのがあるんですけど、そ

の辺はどう認識されていますか。

○座安治総務私学課長 すみません、私どもちょっ

と大学についてちょっと詳しいことが分からないも

んですからあれなんですけども、一応専修学校のほ

うでですね、現在でも授業料の減免に取り組んでい

る専門学校がございます。これについてはですね、

授業料自体がもう無償化になってしまうというとこ

ろがあった場合は、授業料そのものが一応支給され

るということになりますので、支援対象にはならな

いということでございますけれども、今委員のおっ

しゃった大学等についてのですね、ちょっとあれは

私どもは承知しておりませんので、その適用がどう

なっているかについて、また後日調べて回答させて

いただきたいと思います。

○當間盛夫委員 いや、これは年齢制限があるから

という部分での話だったんですよ。だからもう、じゃ

あ25歳で社会人やったけど、結局、大学に学び直す

という部分で該当しないというようなところがある

よねというような分もありましたので、この辺はま

た私も調べていろいろとやっていきたいと思ってい

ます。

総務のほうで、県有財産の公共施設マネジメント

推進事業があるんですが、これ国もいろいろと公共

施設のその維持改修にはお金がかかると。県の試算

でも４兆円という試算があるわけですね。年間700億

円から800億円というのがあるんですけど、それを踏

まえると、なかなか予算的には厳しいよねというこ

とでＰＰＰ・ＰＦＩを推進していくというのがある

んですけど、県としてこのＰＰＰ・ＰＦＩの部分は

どう進めていかれる予定ですか。

○浦崎康隆管財課長 ＰＰＰ・ＰＦＩの促進の考え

方ですけれども、公共施設等総合管理計画において

は、その基本方針の一つとしてコスト縮減や財政負
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担の平準化というのがございます。ＰＰＰ・ＰＦＩ

の活用により、施設の維持管理や更新費用の縮減が

図られるということは、推進していく上でも重要で

あるかなと考えています。総合管理計画では、公共

施設等の維持管理及び更新費用等において、ＰＰＰ

・ＰＦＩの導入について各施設管理者が検討を行い、

業務のさらなる効率化や質の向上を図ることとして

おります。個別施設計画策定においても、将来的な

導入の検討について盛り込んでいくことも必要かな

と考えております。

○當間盛夫委員 今、県もＭＩＣＥの事業でＰＦＩ

を、サッカースタジアムでＰＦＩをというのがある

んですけど、他府県になるとコンベンションのＰＦ

Ｉももう進んでいるんですよ。愛知に行くと、高速

道路自体をそういう民間で造らすというような在り

方があるわけですから、我々県全体も―もう私から

したら、あしたまたやるんですけど、国依存度が増

してしまっていると。結局、我々は一括交付金を享

受したがために、国に対する予算というのは、ます

ますその分では増加してしまっているというような

ことを考えると、一括交付金がなければ何もやらな

いという県の体質、市町村の体質になってしまって

いるんじゃないかなという懸念があるわけですよ。

だから我々は、自立する経済ということで50年近く

このことをやってきたのに、全くそれが、果たして

50年たって自立っていうのが何だったのかと言われ

ないようにですね、やらないといけないというふう

にも思っていますので、頑張ってやってください。

よろしくお願いします。

知事公室の部分で、ちょっと不発弾の処理事業の

部分で、これはもう70年かかるというような部分の

お話、ずっとそういうお話ではあるんですが、地元

業者を皆さんどういうような形で活用されているの

か、発注しているのかお教えください。100％地元業

者ですと言えば、それでいいんですけど。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

今回私どもが発注した事業ですけれども、全ての

業務が各地区の地元企業への発注となっております。

○當間盛夫委員 これね、もう要望にしますので、

宮古でやる分はやっぱり宮古で事業されている皆さ

ん、八重山でやる分は八重山で事業されている皆さ

んということをしっかりとやるべきだというふうに

思いますけど、それはどうでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 一応、来年度の発注

に向けて入札のやり方等を検討しているところです

けれども、県内に本店が存在する業者であることと

いう設定にはしようとしております。ただですね、

そういった中でも、宮古島、石垣、離島に関すると

ころをですね、どういうふうに配慮していくかとい

うことを検討しながら、実施していこうと考えてお

ります。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、公安委員会

の皆さんに。

離島警備対策事業で今回16億円というのがあるん

ですけど、実際に今この尖閣が主だと思うんですね。

この尖閣の状況というのは、今、どういうふうになっ

ているんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 今、委員御指摘のあった尖

閣諸島周辺海域における領海侵入などの状況につき

ましては、県警察としてはお答えする立場にありま

せんが、海上保安庁のホームページに掲載されてい

る資料―中国公船などによる尖閣諸島周辺の接続水

域内の入域及び領海侵入隻数という資料によります

と、領海侵入は平成30年70隻だったのが、昨年は126隻

となり、56隻増加。そして、接続水域入域につきま

しては、平成30年が615隻だったのが、昨年は1097隻

となり、482隻増加と承知しております。

○當間盛夫委員 これは、令和元年になって伸びて

いるわけですよね。皆さんが答えることができない

海上保安庁のものなんですけど、皆さん今回150名増

員して、この海上保安庁とはどういう連携を取られ

るんですか。

○岡本慎一郎警務部長 これまでも海上保安庁とは

必要に応じて適宜連携をしてきたところですけども、

国境離島警備隊ができましても、各種、国境離島に

おける武装集団による不法上陸事案等に適切に対処

していくために、さらに連携を強めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○當間盛夫委員 これはお答えできるかどうかあれ

ですけど、皆さん今回装備で小銃を持たれるわけで

すよね。海上保安庁の船に乗るときに、そういうの

も携帯をして乗られるというような認識でいいんで

すか。

○岡本慎一郎警務部長 どういう状況のときにどう

いう装備であるかについては、ちょっとお答えを控

えさせていただきます。

恐縮です。

○當間盛夫委員 残念です。終わります。

○渡久地修委員長 以上で、知事公室、総務部及び

公安委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○渡久地修委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は明 ３月10日 火曜日 午前10時から委員

会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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